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第１章 法科大学院認証評価の概要 

 

本章は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）が法科大学院に対し

て実施する法科大学院認証評価（以下「評価」という。）の基本的な内容等を記載したものです。 

 

 

Ⅰ 評価の目的 

 

機構が、法科大学院を置く大学からの求めに応じて、法科大学院に対して実施する評価において

は、我が国の法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展

に資することを目的として、機構が定める法科大学院評価基準（以下「評価基準」という。）に基

づき、次のことを実施します。 

 

（１）法科大学院の教育活動等の質を保証するため、法科大学院を定期的に評価し、教育活動等の

状況が評価基準に適合しているか否かの認定をすること。 

 

（２）当該法科大学院の教育活動等の改善に役立てるため、法科大学院の教育活動等について多面

的な評価を実施し、評価結果を当該法科大学院にフィードバックすること。 

 

（３）法科大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう支援及び促進していくた

め、法科大学院の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社会に示すこと。 

 

 

Ⅱ 評価の基本的な方針 

 

上記の評価の目的を踏まえ、以下の基本的な方針に基づいて評価を実施します。なお、これらの

基本的な方針は、学校教育法第１１０条第２項及び同項に規定する基準を適用するに際して必要な

細目を定める文部科学省令を踏まえています。 

 

（１）評価基準に基づく評価 

評価基準に基づき、各法科大学院の教育活動等の状況について、各基準を満たしているかどう

かの判断を中心とした評価を実施します。 

機構は、各基準の判断結果のうち、特に重点基準の判断結果を踏まえて総合的に考慮し、法科

大学院の教育活動等の状況が評価基準に適合していると認める場合に、「法科大学院の教育と司

法試験等との連携等に関する法律」（以下「連携法」という。）第５条に規定する適格認定を与え

ます。 

機構から適格認定を受けた法科大学院（以下「機構認定法科大学院」という。）は、評価基準

で定める要件を継続的に充足するだけでなく、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照

らして、教育活動等の水準を高めることに努めなければなりません。 

 

（２）教育活動を中心とした評価 

法科大学院が専ら法曹養成のための教育を行うことを目的としていることから、教育活動を中

心とした評価を実施します。 

― 1 ―



 

 

（３）各法科大学院の個性の伸長に資する評価 

評価は、評価基準に基づいて実施しますが、その判断に当たっては、法科大学院の個性や特色

が十分に発揮できるよう、教育活動等に関して各法科大学院が有する「目的」を踏まえて実施し

ます。このため、基準の設定においても、各法科大学院の目的を踏まえた評価が行えるような配

慮をしています。ここでいう「目的」とは、教育の理念及び目標、養成しようとする法曹像等を

いいます。 

 

（４）自己評価に基づく評価 

評価は、教育活動等の個性化や質的充実に向けた法科大学院の主体的な取組を支援及び促進す

るためのものです。このため、透明性と公平性を確保しつつ、実効あるものとして実現していく

ためには、機構の示す基準及び解釈指針、並びに本要項に基づき、法科大学院が自ら評価を行う

ことが重要です。 

評価は、法科大学院が作成する自己評価書及び根拠となる資料・データ等を分析し、その結果

を踏まえて実施します。 

なお、機構では、機構の評価を希望する法科大学院の自己評価担当者に対し、機構の実施する

評価の仕組みや方法、自己評価書の作成方法などについて説明を行うなど、評価に対する理解が

より深まるよう十分な研修を実施します。 

 

（５）ピア・レビューを中心とした評価 

法科大学院の教育活動等を適切に評価するため、法科大学院に関し高く広い知見を有する大学

関係者及び法曹関係者並びに専門の事項に関し学識経験を有する者によるピア・レビューを中心

とした評価を実施します。 

 

（６）透明性の高い開かれた評価 

意見の申立て制度を整備するとともに、評価結果を広く社会に公表することにより、透明性の

高い開かれた評価とします。また、開放的で進化する評価を目指し、評価の経験や評価を受けた

法科大学院等の意見を踏まえつつ、常に評価システムの改善を図ります。 

 

 

Ⅲ 評価の実施体制等 

 

（１）評価の実施体制 

評価を実施するに当たっては、法科大学院に関し高く広い知見を有する大学関係者及び法曹関

係者並びに社会、経済、文化その他の分野に関する学識経験を有する者により構成される法科大

学院認証評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置し、その下に、実際の評価作業を実

施するため、評価を受ける法科大学院（以下「対象法科大学院」という。）の状況に応じた評価

部会を編成するとともに、特定の専門事項を調査するため、専門部会を置きます。 

評価部会及び専門部会は、評価委員会委員及び専門委員から構成され、大学関係者、法曹関係

者及び有識者を配置します。 

専門委員は、国・公・私立大学及び法曹関係団体等から広く推薦を求め、その中から、機構の

運営委員会の議を経て決定します。 

ただし、対象法科大学院に関係する評価委員会委員及び専門委員は、自己の関係する法科大学
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院の評価に加わることはできません。 

 

（２）評価担当者に対する研修 

機構が実施する評価をより実効性の高いものとするためには、客観的な立場からの専門的な判

断を基礎とした信頼性の高い評価を実施する必要があります。このため、評価担当者が共通理解

の下で公正、適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう、評価担当者に対して、評価の目的、内

容及び方法等について十分な研修を実施します。 

機構においては、このように十分な研修を受けた評価担当者が評価を実施します。 

なお、機構の評価担当者が、評価の意義と方法を十分に把握し、共通理解の下で職務を遂行で

きるよう、別に「評価実施手引書」を取りまとめるとともに、評価の透明性を確保する観点か

ら、当該手引書を機構のウェブサイト(https://www.niad.ac.jp/)に掲載しています。 

 

 

Ⅳ 評価の実施方法 

 

（１）評価のプロセス 

評価は、概ね以下のようなプロセスにより実施されます。 

 

① 法科大学院における自己評価 

各法科大学院は、本要項に従って、自己評価を実施し、自己評価書を作成します。自己評

価は、基準ごとに、基準及び解釈指針に従って、法科大学院の教育活動等の状況を分析し、

記述します。各法科大学院には、すべての基準に係る状況を分析、記述することが求められ

ます（ただし、「・・・の場合」といった条件が付されている基準及び解釈指針、並びに「・

・・が望ましい」と定められた解釈指針について、これに該当しない場合には分析する必要

はありません。）。 

また、章ごとに、基準に係る状況の記述の中から、法曹養成の基本理念や当該法科大学院

の目的に照らして特長や課題等を抽出し、記述します。 

 

② 機構における評価 

(ⅰ) 基準ごとに、自己評価書の基準に係る状況の記述を踏まえ、基準を満たしているかど

うかの判断を行い、その理由を明らかにします。 

(ⅱ) 章ごとに、基準に係る状況の記述の中から、法曹養成の基本理念や対象法科大学院の

目的を踏まえて、特に重要と思われる点（優れた点、特色ある点、留意すべき点、改善

すべき点、是正を要する点）の指摘を行います。 

(ⅲ) 各基準の判断結果のうち、特に重点基準の判断結果を踏まえて総合的に考慮し、法科

大学院の教育活動等の状況が評価基準に適合していると認める場合、当該法科大学院に

対して適格認定を与え、その旨を対象法科大学院を置く大学に通知するとともに広く社

会に公表します。また、法科大学院の教育活動等の状況が評価基準に適合していないも

のとされた場合、その旨を対象法科大学院を置く大学に通知するとともに広く社会に公

表します。 
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（２）評価方法 

① 書面調査及び訪問調査 

評価は、書面調査及び訪問調査により実施します。書面調査は、本要項に基づき各法科大

学院が作成する自己評価書及び根拠となる資料・データ等（機構が独自に収集する資料・デ

ータ等を含む。）の分析に基づいて実施します。訪問調査は、別に定める「訪問調査実施要

項」に基づき、評価担当者が当該法科大学院を訪問し、書面調査では確認することのできな

かった事項等を中心に調査を実施します。 

なお、書面調査のうち、「第８章 教員組織」の分析に当たっては、評価基準第８章の基準

を満たしているかどうかの判断を行うため、教員組織調査専門部会において教員組織に係る

調査（以下「教員組織調査」という。）を実施します。ただし、予備評価においては、教員組

織調査は実施しません。 

 

② 教員組織調査 

(ⅰ)趣旨 

評価においては、評価基準第８章の基準を満たしているかどうかの判断を行うため、法

科大学院の専任教員等について、担当する授業科目の内容に即して、当該授業科目を担当

するにふさわしい教育上の経歴・経験、研究業績、職務上の実績等を有しているか調査を

実施した上で、当該法科大学院の教員組織に、教育上適切な教員が配置されているか確認

します。 

 

(ⅱ)実施体制 

教員組織調査は、教員組織調査専門部会において実施します。 

専門部会は、①公法系（憲法、行政法）、②民事系（民法、商法、民事訴訟法）、③刑事

系（刑法、刑事訴訟法）、④基礎法学・隣接科目、⑤展開・先端科目、⑥法律実務基礎科目

の各分野について高く広い識見を有する評価委員会委員及び専門委員をもって編成するも

のとします。 

 

(ⅲ)対象教員 

・ 専任教員 

・ 法律基本科目又は必修科目を担当する兼担教員及び兼任教員 

 

(ⅳ)実施方法 

・ 法律基本科目については、次の科目区分により実施します。 
憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法 

・ 法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目については、調査対象授業科

目の内容等に合わせた区分により実施します。 
 

（３）意見の申立てと評価結果の確定 

評価結果は、法科大学院における教育活動等の改善に役立てられるとともに、広く社会に公表

されるものであることから、評価プロセスにおいて透明性を確保するだけでなく、その正確性を

確保し、確定する必要があります。 

このため、評価結果を確定する前に、評価結果（案）を当該法科大学院を置く大学に通知し、

その内容等に対する意見の申立ての機会を設け、申立てがあった場合には、再度審議を行った上

で、評価結果を確定します。 
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適格と認定されない評価結果（案）に対する意見の申立ての審議に当たっては、評価委員会の

下に意見申立審査専門部会を置き、その議を踏まえ、評価委員会において評価結果を確定しま

す。 

 

 

Ⅴ 評価のスケジュール 
 

 評価のスケジュールについては、本評価、追評価及び予備評価により異なります。それぞれの

具体的なスケジュールについては、第２章～第４章のそれぞれの「実施時期」等に記載していま

す。 

 

 

Ⅵ 評価結果の公表 

 

（１）評価結果は、評価報告書により公表します。 

 

（２）評価報告書は、対象法科大学院ごとに作成し、当該法科大学院を置く大学に提供します。ま

た、文部科学大臣に報告するとともに、印刷物の刊行及び機構のウェブサイトへの掲載等によ

り、広く社会に公表します。 

 

（３）評価結果の公表の際には、評価の透明性を図るため、当該法科大学院を置く大学から提出さ

れた自己評価書（法科大学院の自己評価において根拠として別添で提出された資料・データ等

を除く。）を機構のウェブサイトに掲載します。 

 

 

Ⅶ 追評価 

 

本評価において適格認定を受けられなかった法科大学院が、本評価実施年度の翌々年度までに受

けることのできる評価です。 

追評価においては、本評価時に満たしていないとされた基準について満たしているか否かの判断

を行い、先の本評価と併せて総合的に考慮し、法科大学院の教育活動等の状況が評価基準に適合し

ていると認める場合、法科大学院に適格認定を与えます。 

 
 

Ⅷ 予備評価 

 

法科大学院の開設後、初年度の入学者（３年課程）の修了以前の段階における教育活動等の状

況について評価し、法科大学院関係者の評価に対する理解と習熟を高めるとともに、本評価に先

立って教育活動等の改善に資するために実施するものです。 

原則、本評価と同様の評価基準及び評価方法により実施します。ただし、初年度の入学者（３年

課程）の修了以前の段階において評価し得ない部分については評価から除きます。そのため、予備

評価は、適格認定を与えるものではありません。 

なお、予備評価は、本評価を申請する際の要件ではありません。また、予備評価を経たことによ
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って、本評価を受けることを義務付けられるものでもありません。 

 

 

Ⅸ 評価実施後の法科大学院における教育活動等の質の確保 

 

評価実施後の法科大学院における教育活動等の質の継続的な確保のため、機構の評価を受けた

法科大学院を置く大学は、次の評価（他の認証評価機関による評価を含む。）を受けるまでの間、

毎年度、重点基準について、別に定めるところによって、その状況を機構に提出することとして

います。 

また、機構認定法科大学院を置く大学であって、評価において満たしていないとされた基準があ

るものは、次の評価（他の認証評価機関による評価を含む。）を受けるまでの間、別に定めるとこ

ろによって、その対応状況を機構に提出することとしています。 

上記の事項について、機構では別に「法科大学院年次報告書・法科大学院対応状況報告書作成要

領」を作成し、機構のウェブサイトに掲載しますので、詳細は当該作成要領を参照してください。 
 

 

Ⅹ 情報公開 

 

（１）機構は、社会と大学の双方に開かれた組織であるとともに、大学評価については、常によ

り良いシステムとなるよう、透明性・客観性を高めることが求められていることから、評価

基準、評価方法、評価の実施体制等の学校教育法施行規則第１６９条第１項に規定する事項

を公表するとともに、その他の評価に関して保有する情報についても、可能な限り、ウェブ

サイトへの掲載等適切な方法により提供します。 

 

（２）機構に対し、評価に関する法人文書の開示請求があった場合は、「独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法律」(以下「独立行政法人等情報公開法」という。)に基づき、個人に

関する情報で特定の個人を識別できるものや、法人等に関する情報で開示すると法人等の正当

な利益を害するおそれがあるもの等の不開示情報を除き、原則として開示します。 

ただし、法科大学院を置く大学から提出され、機構が保有することとなった法人文書（第１

章Ⅵにより公表済みのものを除く。）の開示に当たっては、独立行政法人等情報公開法に基づ

き当該法科大学院を置く大学と協議するものとします。 
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第２章 法科大学院認証評価（本評価） 

 

 

Ⅰ 評価の内容等 

 

１ 評価の対象 

 

法科大学院を置く大学からの評価の申請に基づき、当該法科大学院を対象として、評価を実施

します。 

 

２ 評価の内容 

 

本評価は、対象法科大学院の教育活動等の状況を対象にして、機構が定める評価基準に基づい

て実施します。評価基準は、基準と解釈指針で構成され、内容により第１章～第１１章に分けら

れています。 

評価基準は、連携法第２条に規定する「法曹養成の基本理念」及び専門職大学院設置基準に規

定する法科大学院の設置基準等を踏まえて、同法第５条に基づき、機構が、法科大学院の教育活

動等に関し、適格認定を与える際に法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法

科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものです。

機構は、各基準の判断結果のうち、特に重点基準の判断結果を踏まえて総合的に考慮し、法科大

学院の教育活動等の状況が評価基準に適合していると認める場合、法科大学院に適格認定を与え

ます。 

 

３ 評価の実施時期 

 

評価実施の前年度   ６～７月 法科大学院認証評価に関する説明会、対象法科大学院の自

己評価担当者等に対する研修会の実施 

   〃       ９月末 評価の申請受付締切 

評 価 実 施 年 度           ６月末 対象法科大学院を置く大学からの自己評価書等の提出締切 

   〃       ７～12 月 書面調査及び訪問調査の実施 

   〃       １月下旬 評価結果を確定する前に評価結果（案）を対象法科大学院

を置く大学に通知 

   〃       ２月下旬 対象法科大学院を置く大学からの意見の申立ての受付締切 

   〃       ３月下旬 評価結果の確定、対象法科大学院を置く大学に通知、文部

科学大臣に報告及び社会に公表 

 

（注） 本評価全体のスケジュールは、次頁に示すとおりです。
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　　※　原則として、下記スケジュールで行いますが、評価作業の進捗状況により変更が生じる可能性があります。

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

評
　
　
価
　
　
実
　
　
施
　
　
年
　
　
度

評
価
実
施
の
前
年
度

法科大学院認証評価（本評価）のスケジュール

機構 対象法科大学院

訪問調査

○面談、教育現場の視察、学習環境の状況調査、根拠となる資料・データ等の補完的収集等

法科大学院認証評価委員会
○評価結果（案）の取りまとめ

評価結果（案）に対する意見の申立ての検討

法科大学院認証評価委員会
○意見の申立てへの対応
○評価結果の確定

意見の申立て

評価結果（原案）の作成

○面談対象者の選定等
○「訪問調査時の確認事項」への補足
説明の作成、資料・データ等の収集

書面調査

○面談対象者の選定依頼
○「書面調査による分析状況」及び
「訪問調査時の確認事項」、その他
調査内容の送付

○目的の確認

○書面調査による分析結果等の作成

○章ごとの評価

・基準ごとの分析・判断
・指摘事項の抽出

法科大学院認証評価（本評価）の申請受付 法科大学院認証評価（本評価）の申請

自己評価書等の提出
評価担当者に対する研修の実施

自
己
評
価

の
実
施

評価部会

法科大学院認証評価に関する説明会、自己評価担当者等に対する研修会の実施

評価結果の通知、社会への公表、
文部科学大臣への報告

評価結果（案）の通知

評価結果の受理
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Ⅱ 自己評価書等の作成及び提出方法 

 

１ 自己評価書等の構成及び様式 

 

（１）自己評価書の構成 

 

自己評価書は、次の構成で作成してください。 
自己評価のプロセス及び自己評価書の全体的なイメージは、「３ 自己評価のプロセス」（16

頁）及び「４ 本評価における自己評価書イメージ（全体）」（17 頁）を参照してください。 

 

① 現況及び特徴 

② 目的 

③ 章ごとの自己評価 

 

（２）自己評価書の様式 

 

自己評価書は、下記及び「２ 自己評価結果等の記述要領」に沿って、機構のウェブサイトに

掲載している自己評価書様式ファイルをダウンロードして作成してください。 

① 自己評価書は、Ａ４縦長・横書きで作成してください。 

② 原則として、日本語は明朝体で全角、英字は明朝体で半角、一桁の数字は明朝体で全角、

二桁以上の数字は明朝体で半角をそれぞれ使用してください。 

③ 「現況及び特徴」のページ以降、中央下に通し番号を付けてください。 

④ 見開きで左ページの左上及び右ページの右上に法科大学院（研究科・専攻）名を記述して

ください（表紙を除く。）。 

⑤ 「章ごとの自己評価」のページには、各ページの④の法科大学院（研究科・専攻）名に加

え、章の番号を記述してください。 

 

２ 自己評価結果等の記述要領 

 

（１）現況及び特徴 

 

現況及び特徴は、機構において評価を実施する際の参考とするとともに、評価報告書に原則と

して原文のまま掲載し、社会に分かりやすく紹介するためのものです。 

この趣旨を踏まえ、以下の内容構成によって2,000字（横25字×縦40字×２段）以内で簡潔に

記述してください。なお、フォントは明朝体９ポイントを使用してください。 
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① 現況 

１）法科大学院（研究科・専攻）名 

法科大学院（研究科・専攻）の名称を記述してください。 

 

２）所在地 

法科大学院（研究科・専攻）の所在地を、都道府県、市町村名まで記述してください

（東京特別区の場合は区名まで記述してください。）。 

 

３）学生数及び教員数 

評価実施年度の５月１日現在の、学生数及び教員数（内数として実務家教員数）を記述

してください。ただし、教員数については、休職や長期海外渡航者を除く専任教員（教

授、准教授、講師、助教）の現員数を記述してください。 

 

② 特徴 

法科大学院（研究科・専攻）の沿革・理念を踏まえ、また、目的の背景となる考え方等も

含め、法科大学院（研究科・専攻）の特徴が表れるように記述してください。 
 

○○大学大学院○○研究科○○専攻

Ⅰ 現況及び特徴 

１ 現況 

 (１)法科大学院（研究科・専攻）名  ○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 (２)所在地  ○○県○○市 

 (３)学生数及び教員数(平成○○年５月１日現在) 

    学生数：○○人 

     教員数：○○人 (うち実務家教員○○人) 

 

２ 特徴 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-１- 
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（２）目的 

 

法科大学院の「目的」とは、教育の理念及び目標、養成しようとする法曹像等をいいます。 

 

① 「目的」の記述に当たっては、法科大学院が現在周知・公表している目的、及びその目的

から派生する内容も含めて、法科大学院の個性や特色が活かされるよう考慮してください。

記述に当たっては、フォントは明朝体９ポイントを使用し、字数は 2,000 字（横 50 字×縦

40 字）以内で記述してください。 

 

② 法科大学院の「目的」という名称で明文化されていない場合であっても、教育の理念及び

目標、養成しようとする法曹像等を定めている場合には、それを記述してください。 

 

③ 記述内容は、原則として原文のまま、評価報告書に掲載し公表します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

Ⅱ 目的 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法科大学院の目的】 

 

 

教育の理念及び目標、養成しようと

する法曹像等について記述してくだ

さい。 

適宜、項立てをしたり、箇条書きに

するなど分かりやすく記述してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-２- 
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（３）章ごとの自己評価 

 

章ごとの自己評価は、第１章から第１１章までの章ごとに、「基準ごとの分析」、「特長及び課  

題等」の記述の流れで行います。 

なお、自己評価では基準を満たしているかどうかの判断を行う必要はありませんが、機構にお

ける評価では、基準ごとに、法科大学院の目的を踏まえて基準を満たしているかどうかの判断を

行います。 

 

① 基準ごとの分析 

基準ごとの分析に当たっては、解釈指針の内容を踏まえ、「基準に係る状況」を記述して

ください。特に「・・・が必要である」と定められた解釈指針については、当該解釈指針に

関する分析であることが明確になるよう、記述の後ろに当該解釈指針の番号を記述するなど

工夫してください。記述に当たっては、フォントは明朝体 10.5 ポイントを使用し、字数は

自己評価結果を基準ごとに原則として 1,600 字以内で記述してください。 

「基準に係る状況」は、自己評価書提出時における自己評価の結果を記述することとし、

その際、取組や活動の内容等について、当該基準の状況が明確になるよう、現在に至るまで

の経緯や過去の状況を含めるなど、根拠となる資料・データ等を示しつつ、それぞれの状況

に応じて適切に記述してください。また、基準ごとに、ただ根拠となるデータを示すのみで

なく、教育の理念及び目標を踏まえることにより、個性や特色を表すように工夫し、記述し

てください。なお、根拠となる資料・データ等は、字数制限外とします。 

また、原則として基準ごとに分析を行うこととしていますが、基準によっては、他の基準

の分析状況を踏まえて記述してください（例えば、基準１－１－２、基準８－１－１等）。 

なお、「・・・の場合」といった条件が付されている基準及び解釈指針、並びに「・・・

が望ましい」と定められた解釈指針について、これに該当しない場合には、「該当なし」と

記述してください。 

 

② 特長及び課題等 

章ごとに基準ごとの分析の中から法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし

て、特に重要と思われる点（特長、特色ある取組、課題など）を「特長及び課題等」として

抽出し、章ごとに原則として、1,600 字以内で記述してください。なお、抽出する事項がな

い場合は、「該当なし」と記述してください。 

 

③ 記述に当たっては、章ごとにページを改めてください。章によって、基準及び解釈指針の

内容や数が異なりますので、上記①の基準ごとの字数制限を踏まえつつ、章ごとの自己評価

は、原則として100,000字程度（基準（1,600字×51）＋特長及び課題等（1,600字×11章））

で、調整して記述することができます。なお、この字数制限を超える場合には、別途機構に

相談してください。 
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○○大学大学院○○研究科○○専攻 第１章

Ⅲ 章ごとの自己評価                              

 

第１章 教育の理念及び目標 

 １ 基準ごとの分析 

 １－１ 教育の理念及び目標 

 

 基準１－１－１ 

 教育の理念及び目標が適切に設定され、かつ、明確に示されていること。 

 

 （基準１－１－１に係る状況）  

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 基準１－１－２：重点基準 

 教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教育を通じて、達成されているこ

と。 

 

 （基準１－１－２に係る状況）  

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

 

 

…  

…  

 

 

 ２ 特長及び課題等 

    

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

-○- 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「データ名」 

       （出典・ ・ ・ ・ ・）

「データ名」 

（出典・・・・・）

自己評価書様式ファイルに記

載されています。 

目的に照らし、解釈指針の内

容を踏まえて、当該基準の状

況が明確になるよう記述して

ください。 

根拠となる資料･データ等は、

状況説明等との関係が容易に

確認できる位置に記載してく

ださい（データ名、出典を必

ず明記してください。）。 

以下、同様に、当該基準に係

る状況について記述してくだ

さい。 

基準ごとの分析の中から、目

的に照らして、特に重要と思

われる点を抽出し、記述して

ください。抽出する事項がな

い場合は「該当なし」と記述

してください。 
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（４）根拠となる資料・データ等の示し方 

 

① 資料・データ等は、原則として、「基準に係る状況」の本文中に記述した事項との関係が容

易に確認できる位置に記載してください（コピーの貼り付けや差込でも構いません。）。その

際、資料・データ等を記載することにより本文が読みにくくなることがないよう、本文中に記

載する資料・データ等は必要 小限としてください。また、本文中に記載することで読みにく

くなる場合、又は不開示情報等公表に相応しくない場合には、別添としてください。本文中及

び別添の資料・データ等には、その名称や出典（該当頁番号を含む。）を必ず明記してくださ

い。 

 

② 資料・データ等の記載に際し、縮小して貼付する場合等には、内容が明確に判別できるよう

にしてください。判別の困難な資料・データ等については、再提出していただく場合もありま

すので、注意してください。 

 

③ 資料・データ等には、対象法科大学院で作成した自己点検・評価報告書や外部検証（評価）

報告書の該当部分等も活用できます。 

 

④ 資料・データ等を、本文中での記載や別添としての提出ができない場合は、別途機構に相談

してください。 

 

⑤ 機構の評価に当たり、資料・データ等が不足していると判断される場合には、関係資料の追

加提出を求めることがあります。 

 

⑥ 参考資料３「基準に対する自己評価の根拠となる資料・データ等の例示」（41～73 頁）に、

基準ごとに、自己評価を行う際に必要と考えられる資料・データ等の例示を掲載しましたの

で、各対象法科大学院の目的や状況等に応じた資料・データ等を用意してください。 

 

⑦ 根拠となる資料・データ等のうち、次のものは、必ず提出を求めるものです。自己評価書に

添付して提出してください。 

・シラバス（前年度開講した及び今年度開講するすべての授業科目の授業計画・授業内容・成

績評価基準及び成績評価方法が記載されたもの） 
・学生便覧及び履修要項（前年度及び今年度適用される教育課程、履修方法などが記載された

もの） 

・成績分布データ（前年度開講したすべての授業科目の成績分布データ） 

・様式１～４ （27～31 頁） 
 

⑧ 教員組織調査に係る資料については、次の資料１から資料４を作成してください。 
資料１及び資料２の様式ファイルは、機構のウェブサイトに掲載していますので、適宜ダウ

ンロードしてください。（様式５（32頁）及び様式６（33～35頁）参照）。資料３及び資料４の

様式は任意です。 

また、文部科学省大学設置・学校法人審議会の教員審査において法科大学院の設置の際に判

定された結果（判定Ｐ可）を得た教員については、資料１から資料３に併せて資料４を作成し

てください。資料３及び資料４については、オムニバス授業など、対象教員が当該授業科目の

一部を担当している場合には、担当する授業部分や授業内容が明確となるようにアンダーライ
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ンや枠組み等の工夫により明示してください。 

なお、提出方法については、Ⅱの「５ 自己評価書等の提出方法」（18～19頁）及び別紙

「教員組織調査に係る各資料の提出イメージ図」（36～37頁）を参照してください。 

 

資料１：教員組織調査対象教員一覧（様式５） 

資料２：教員業績調書（様式６） 

資料３：評価実施年度に担当している授業科目の概要が分かる資料（シラバスなど） 

資料４：文部科学省大学設置・学校法人審議会の教員審査において法科大学院の設置の際に

判定された結果（判定Ｐ可）を得た授業科目の概要が分かる資料（シラバスなど） 
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３ 自己評価のプロセス  

 

 

自己評価のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 目 的 の 記 述  (11 頁参照)

法科大学院の目的の記述 

２ 第１章～第１１章の自己評価  (12 頁参照)

第１章 

○基準に係る状況 
 現在の活動状況（必要に応じて過

去にも遡及）を、解釈指針の内容を

踏まえて分析し、記述 

 
基準ごとの分析 

○特長及び課題等を抽出し、記述

(12 頁参照)

第１１章 

○基準に係る状況 
 現在の活動状況（必要に応じて過

去にも遡及）を、解釈指針の内容を

踏まえて分析し、記述 

基準ごとの分析 

○特長及び課題等を抽出し、記述 

・・・

自己評価書の作成 

「現況及び特徴」、「目的」、 

「章ごとの自己評価」で構成 

(12 頁参照) 

(12 頁参照) (12 頁参照) 
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４ 本評価における自己評価書イメージ（全体） 

 
 
 
 

 
法科大学院認証評価 

 
自 己 評 価 書 
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○○大学大学院○○研究科○○専攻

Ⅰ 現況及び特徴 
 
１ 現況 
(1）法科大学院（研究科    ・・・・・・・・・ 

・専攻）名 ・・      ・・・・・・・・・ 
(2）所在地 ・・・・   ・・・・・・・・・ 
(3) 学生数及び教員数   ・・・・・・・・・ 
       ・・・・・・・・・ 
２ 特徴         ・・・・・・・・・ 
   ・・・・・・・・   ・・・・・・・・・ 
  ・・・・・・・・・   ・・・・・・・・・ 
  ・・・・・・・・・   ・・・・・・・・・ 
  ・・・・・・・・・   ・・・・・・・・・ 

 -1- 
 

 
○○大学大学院○○研究科○○専攻 
Ⅱ 目的 
   
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-2- 

 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 第１章

Ⅲ 章ごとの自己評価 
第１章 教育の理念及び目標 
1 基準ごとの分析 
１－１ 教育の理念及び目標 

基準１－１－１  ・・・・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（基準１－１－１に係る状況）  
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-3- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 第１章 

 
基準１－１－２   ・・・・・・・・・・
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（基準１－１－２に係る状況） 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-○- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 第○章

 
２ 特長及び課題等 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・ 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 第○章 
 
第○章 ○○○○ 
1 基準ごとの分析 
○－○ ○○○○ 

基準○－○－○  ・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（基準○－○－○に係る状況） 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 
２ 特長及び課題等  
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 第１１章

 
第11章 自己点検及び評価等 
1 基準ごとの分析 

11－１ 自己点検及び評価 
 基準11－１－１  ・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（基準11－１－１に係る状況）  
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２ 特長及び課題等  
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

-○- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
･････ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -○-   -○-  -○- 

 -○-  -○-  -○- 
 
 
 

注）   は、評価報告書に原則として原文のまま転載します。
注）本文中に記載できなかった資料・データ等は、別添として提出してください。 

「データ名」 
（出典・・・）

「データ名」 

（出典・・・・）
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５ 自己評価書等の提出方法 

 

（１）提出方法 

 

① ・自己評価書  20 部 

両面印刷したものを提出してください。ただし、表紙の裏面は白紙としてください。 

 

・教員組織調査に係る資料  ５部 
資料１、資料３及び資料４については片面印刷、資料２については両面印刷したものを

提出してください。 

 

② 自己評価書及び教員組織調査に係る資料の電子媒体 各１部 

１）自己評価書を保存した、CD-R、DVD-R、USBメモリーのいずれかを提出してください。な

お、自己評価書については「法科大学院（研究科・専攻）名」並びに「法科大学院認証評

価（自己評価書）」と記入したラベルを貼付してください。 

また、教員組織調査に係る資料については「法科大学院（研究科・専攻）名」並びに

「法科大学院認証評価（教員組織調査に係る資料）」と記入したラベルを貼付してくださ

い。 

２）電子媒体で提出する自己評価書及び教員組織調査に係る資料については、次の点に注意

してください。 

・外字は使用しないでください。 

・漢字コードは、原則として JIS 第１、第２水準の範囲で使用してください。また、機

種に依存する文字は、できる限り使用しないでください。 

（例）単位記号、省略文字等 

・人名等で JIS 第１、第２水準にない漢字は、代替文字もしくは、かな書きとしてくだ

さい。なお、Unicode が使用できるワードプロセッサソフトで作成される場合は、そ

れに含まれる漢字を使用しても差し支えありません。 

・教員組織調査に係る資料のうち、資料３及び資料４については PDF で提出してくださ

い。 

 

（２）提出締切及び提出先 

 

① 提出締切  実施年度の６月末日（末日が土・日曜日の場合は直前の金曜日）必着 

 

② 提 出 先  〒187－8587 東京都小平市学園西町１－29－１ 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

評価事業部 

 

③ 封筒の表面の左側部に「法科大学院認証評価自己評価書等在中」と朱書きで表示してください。 
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（３）その他 

 

① 提出された書類に記述等の不備がある場合には、再提出又は追加提出を求めることがあり

ます。 

 

②  評価報告書に原則として原文のまま掲載される「現況及び特徴」、「目的」について、指定

した分量を超える場合には、再提出を求めることがあります。 
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第３章 法科大学院認証評価（追評価） 

 

 

Ⅰ 追評価の内容等 

 

１ 追評価の対象 

 

本評価で適格認定を受けられなかった法科大学院のうち、当該法科大学院を置く大学からの追

評価の申請に基づき、当該法科大学院を対象として、追評価を実施します。 

 

２ 追評価の内容 

 

追評価においては、本評価において適格認定を受けられなかった法科大学院が、本評価実施年

度の翌々年度までに、本評価時に満たしていないと判断された基準について自己評価を行いま

す。機構は、これについて書面調査を、また、必要に応じて訪問調査を実施し、基準について満

たしているか否かの判断を行い、先の本評価と併せて総合的に考慮し、法科大学院の教育活動等

の状況が評価基準に適合していると認める場合、適格認定を与えます。 

 

３ 追評価の実施時期 

 

評 価 実 施 年 度          ６月末 評価の申請受付締切 

    〃      ７月末 対象法科大学院を置く大学からの自己評価書等の提出締切 

    〃      ８～12 月 書面調査及び必要に応じて訪問調査の実施 

    〃      １月下旬 評価結果を確定する前に評価結果（案）を対象法科大学院を

置く大学に通知 

    〃      ２月下旬 対象法科大学院を置く大学からの意見の申立ての受付締切 

    〃      ３月下旬 評価結果の確定、対象法科大学院を置く大学に通知、文部科

学大臣に報告及び社会に公表 

 

Ⅱ 追評価の自己評価書等の作成及び提出方法 

 

１ 追評価の自己評価書等の構成及び様式 

 

追評価は、原則として、本評価と同様の評価基準及び評価方法により実施しますので、「第２

章 法科大学院認証評価（本評価）」の「Ⅱ 自己評価書等の作成及び提出方法」（9～19 頁）を

参照し、満たしていないと判断された基準の自己評価を行い、自己評価書を作成及び提出してく

ださい。ただし、１の（１）の「①現況及び特徴」及び「②目的」については提出不要ですの
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で、２の（１）、（２）及び５の（３）の②は追評価においては該当しません。また、追評価にお

いては、本評価時に満たしていないと判断された基準についてのみ、自己評価を行い、根拠とな

る資料・データ等を提出いただくことになりますので、２の（４）の⑦及び⑧に挙げられている

資料・データ等、並びに５の（１）の教員組織調査に係る資料については、必要に応じて提出し

てください。 
さらに、以下に示すとおり、読み替えをしてください。 

 

Ⅱの１の「（１）自己評価書の構成」  （9 頁参照） 

追評価における自己評価書は、次の構成で作成してください。 
自己評価書の全体的なイメージは、「２ 追評価における自己評価書イメージ（全体）」（23

頁）を参照してください。 

 

・ 基準ごとの自己評価 

 

Ⅱの１の「（２）自己評価書の様式」  （9 頁参照） 

自己評価書は、下記及び「２ 自己評価結果等の記述要領」に沿って、機構のウェブサイト

に掲載している自己評価書（追評価）様式ファイルをダウンロードして作成してください。 

① 自己評価書は、Ａ４縦長・横書きで作成してください。 
② 原則として、日本語は明朝体で全角、英字は明朝体で半角、一桁の数字は明朝体で全角、二

桁以上の数字は明朝体で半角をそれぞれ使用してください。 

③ 見開きで左ページの左上及び右ページの右上に法科大学院（研究科・専攻）名を記述して

ください（表紙を除く。）。 

④ 「基準ごとの自己評価」のページには、各ページの③の法科大学院（研究科・専攻）名に加

え、章の番号を記述してください。 

 

Ⅱの２の「（３）章ごとの自己評価」  （12 頁参照） 

（３）基準ごとの自己評価 

 

追評価における自己評価は、本評価時に満たしていないと判断された基準ごとに、「基準

ごとの分析」、「特長及び課題等」の記述の流れで行います。 

なお、自己評価では基準を満たしているかどうかの判断を行う必要はありませんが、機

構における評価では、基準ごとに、法科大学院の目的を踏まえて基準を満たしているかど

うかの判断を行います。 

 

① 基準ごとの分析 

Ⅱの２の（３）の①に同じ 

 

② 特長及び課題等 

基準ごとに法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らして、特に重要と思

われる点（特長、特色ある取組、課題など）を「特長及び課題等」として抽出し、基
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準ごとに原則として、1,600 字以内で記述してください。なお、抽出する事項がない

場合は、「該当なし」と記述してください。 

 

③ 記述に当たっては、基準ごとにページを改めてください。基準によって、解釈指針

の内容や数が異なりますので、上記①の基準の字数制限を超える場合には、別途機構

に相談してください。 

 

Ⅱの５の「（２）提出締切及び提出先」  （18 頁参照） 

① 提出締切   実施年度の７月末日（末日が土・日曜日の場合は直前の金曜日）必着 
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２ 追評価における自己評価書イメージ（全体） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ・・・・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注）本文中に記載できなかった資料・データ等は、別添として提出してください。 
 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

基準○－１－２  ・・・・・・・・

・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・ 
・・・・・・・・・・。 
（基準に係る状況）・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-3- 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 
-3- 

 
 
 

法科大学院認証評価 
（追 評 価） 

 
自 己 評 価 書 

 
 
 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 
 
 
 

平成○○年○月 

○ ○ 大 学 

 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

目   次 

Ⅰ 基準ごとの自己評価 
  基準○－○－○・・・・・・・・・１ 
  基準○－○－○・・・・・・・・・○ 
      ・ 

      ・ 

      ・ 

 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

Ⅰ 基準ごとの自己評価 
１ 基準ごとの分析 
 
基準○－○－○  ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

（基準○－○－○に係る状況） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
２ 特長及び課題等 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

-1- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

１ 基準ごとの分析 
 

基準○－○－○  ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（基準○－○－○に係る状況） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
２ 特長及び課題等 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-2- 

「データ名」 

（出典・・・）

「データ名」 

（出典・・・・）
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第４章 法科大学院認証評価（予備評価） 

 

 

Ⅰ 予備評価の内容等 

 

１ 予備評価の対象 

 

初年度の入学者（３年課程）が修了以前の段階にある法科大学院のうち、当該法科大学院を置

く大学からの評価の申請に基づき、当該法科大学院を対象として、予備評価を実施します。 

 

２ 予備評価の内容 
 

予備評価においては、原則として、本評価と同様の評価基準及び評価方法により実施します

が、修了生を出していることが前提となっている基準の該当部分は評価から除きます。また、対

象法科大学院によっては、学年進行中であるため「基準に係る状況」が十分に記述できない基準

があることが考えられますので、該当部分については、その現状や計画の状況を記述してくださ

い。 
予備評価の評価結果は、当該法科大学院を置く大学に通知しますが、文部科学大臣への報告及

び社会への公表を行うものではありません。ただし、「第１章 法科大学院認証評価の概要」の

「Ⅹ 情報公開」に記載のとおり、機構に対し、評価に関する法人文書の開示請求があった場合

には、独立行政法人等情報公開法に基づき、不開示情報に当たらない限り、開示する必要が生じ

ることがあります。 

 

３ 予備評価の実施時期 

 

評価実施の前年度   ６～７月 法科大学院認証評価に関する説明会、対象法科大学院の

自己評価担当者等に対する研修会の実施 

   〃       ９月末 評価の申請受付締切 

評 価 実 施 年 度           ６月末 対象法科大学院を置く大学からの自己評価書等の提出締切 

   〃       ７～12 月 書面調査及び訪問調査の実施 

   〃       １月下旬  評価結果を確定する前に評価結果（案）を対象法科大学

院を置く大学に通知 

   〃       ２月下旬 対象法科大学院を置く大学からの意見の申立ての受付締切 

   〃       ３月下旬 評価結果の確定、対象法科大学院を置く大学に通知 

 

 

― 24 ―



 

Ⅱ 予備評価の自己評価書の作成及び提出方法 

 

 予備評価は、原則として、本評価と同様の評価基準及び評価方法により実施しますので、「第２

章 法科大学院認証評価（本評価）」の「Ⅱ 自己評価書等の作成及び提出方法」（9～19 頁）を参

照してください。ただし、予備評価においては教員組織調査は実施しませんので、２の（４）の⑧

に挙げられている資料・データ等及び５の（１）の教員組織調査に係る資料については該当しませ

ん。 

さらに、以下に示すとおり、読み替えをしてください。 

 

Ⅱの２の「（１）現況及び特徴」  （9頁参照） 

現況及び特徴は、機構において評価を実施する際の参考とするとともに、評価報告書に原則と

して原文のまま掲載します。 

この趣旨を踏まえ、以下の内容構成によって 2,000 字（横 25 字×縦 40 字×２段）以内で簡

潔に記述してください。なお、フォントは明朝体９ポイントを使用してください。 

 

Ⅱの２の「（２）目的」  （11 頁参照） 

③ 記述内容は、原則として原文のまま、評価報告書に掲載します。 
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に

つ
い

て
は

、
『
講

義
』
、

『
演

習
』
、

『
実

習
』
等

各
授

業
科

目
の

実
施

形
態

を
記

入
し

、
こ

れ
ら

を
組

み
合

わ
せ

て
い

る
場

合
に

は
該

当
す

る
形

態
を

す
べ

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 １

１
  

「
受

講
学

生
数

」
に

つ
い

て
は

、
「
Ｌ

Ｓ
の

学
生

」
に

は
当

該
法

科
大

学
院

の
学

生
の

人
数

を
、

「
Ｌ

Ｓ
外

の
学

生
」
に

は
当

該
法

科
大

学
院

の
学

生
以

外
の

人
数

を
そ

れ
ぞ

れ
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

同
一

授
業

科
目

を
複

数
ク

ラ
ス

開
講

し
て

い
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
　

　
　

（
例

：
同

一
授

業
科

目
が

２
ク

ラ
ス

開
講

さ
れ

て
お

り
、

そ
れ

ぞ
れ

５
０

人
（
う

ち
、

Ｌ
Ｓ

外
の

学
生

は
２

人
）
と

４
０

人
（
う

ち
、

Ｌ
Ｓ

外
の

学
生

は
０

人
）
の

場
合

に
は

、
「
Ｌ

Ｓ
の

学
生

」
に

は
『
①

４
８

、
②

４
０

』
と

記
入

し
、

「
Ｌ

Ｓ
外

の
学

生
」
に

は
『
①

２
、

②
０

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
）

  
  
  
  
  
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
 を

採
用

単
位

数
開

設
単

位
数

合
　

　
　

　
計

授
業

方
法

（
形

態
）

開
講

方
法

配
当

年
次

シ
ラ

バ
ス

等
の

ペ
ー

ジ
備

考
学

期

 　
６

　
「
時

間
数

」
に

つ
い

て
は

、
当

該
開

設
授

業
科

目
に

お
け

る
総

時
間

数
（
例

：
９

０
分

授
業

が
１

５
週

行
わ

れ
る

場
合

に
は

、
２

２
．

５
時

間
と

な
り

ま
す

。
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
試

験
時

間
に

つ
い

て
は

、
含

ま
な

い
も

の
と

し
ま

す
。

　
　

　
 さ

ら
に

、
そ

の
理

由
を

「
１

」
の

と
お

り
、

「
備

考
」
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

　
 ム

改
編

に
よ

る
当

該
配

当
年

次
未

開
講

な
ど

）
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

法
曹

倫
理

民
事

訴
訟

実
務

の
基

礎

刑
事

訴
訟

実
務

の
基

礎

 　
４

　
「
配

当
年

次
」
に

つ
い

て
は

、
配

当
年

次
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

該
当

す
る

配
当

年
次

を
す

べ
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

（
例

：
２

、
３

年
次

配
当

の
場

合
は

、
『
２

・
３

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
）
。

  
  

　
  

し
て

く
だ

さ
い

。
法

律
基

本
科

目
の

中
で

、
公

法
系

・
民

事
系

・
刑

事
系

の
３

つ
の

系
に

区
分

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ら

３
つ

の
系

の
下

に
枠

を
設

け
て

追
記

し
て

く
だ

さ
い

。

　
 ７

　
「
単

位
数

」
に

つ
い

て
は

、
規

則
等

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

当
該

授
業

科
目

の
単

位
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
１

つ
の

授
業

科
目

が
複

数
ク

ラ
ス

開
講

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

重
複

し
て

加
算

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

 　
１

　
評

価
実

施
年

度
の

５
月

１
日

現
在

で
、

当
該

年
度

開
設

授
業

科
目

（
当

該
年

度
入

学
者

適
用

）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

評
価

実
施

年
度

に
開

講
さ

れ
て

い
な

い
授

業
科

目
（
不

開
講

、
隔

年
開

講
等

）
に

つ
い

て
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
不

開
講

の
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
そ

の
理

由
を

　
「
備

考
」
に

簡
潔

に
（
例

：
教

員
未

定
の

た
め

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

展
開

・
先

端
科

目

　
基

礎
法

学
・
隣

接
科

目

科
　

　
　

目

法 律 基 本 科 目

授
業

科
目

名
時

間
数

必
修

・
選

択
等

受
講

学
生

数

民
事

系
科

目
（
民

法
・
商

法
・
民

事
訴

訟
法

）

刑
事

系
科

目
（
刑

法
・
刑

事
訴

訟
法

）

公
法

系
科

目
（
憲

法
・
行

政
法

）

担
当

教
員
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入
学

者
選

抜
の

状
況

在
籍

者
数

の
状

況

適
性

試
験

の
実

施
状

況
合

格
者

に
お

け
る

適
性

試
験

の
平

均
点

及
び

最
低

点

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
適

性
試

験
の

取
扱

方
針

（
注

）

様式２－１

５
　

「
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
の

定
義

」
及

び
「
他

学
部

出
身

者
の

定
義

」
に

つ
い

て
は

、
当

該
法

科
大

学
院

が
定

め
る

そ
れ

ぞ
れ

の
定

義
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

競
争

倍
率

８
　

「
合

格
者

に
お

け
る

適
性

試
験

の
平

均
点

」
欄

に
つ

い
て

は
、

小
数

点
第

２
位

を
切

り
捨

て
て

く
だ

さ
い

。

　
　

　
9
3
÷

9
0
＝

1
.0

3
3
・
・
・
≒

『
1
.0

3
』
と

な
り

ま
す

。
）
。

１
　

学
生

数
の

状
況

に
つ

い
て

は
、

評
価

実
施

年
度

の
５

月
１

日
現

在
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
２

　
入

学
者

選
抜

の
状

況
の

「
入

学
者

数
内

訳
」
の

「
自

大
学

の
法

学
関

係
の

学
部

出
身

者
」
と

は
、

当
該

法
科

大
学

院
を

設
置

し
て

い
る

大
学

の
主

と
し

て
法

学
を

履
修

す
る

学
科

若
し

く
は

課
程

等
に

在
学

、
ま

た
は

こ
れ

ら
を

卒
業

し
た

者
を

い
い

ま
す

。
３

　
入

学
者

選
抜

の
状

況
に

お
い

て
、

入
学

者
の

「
種

別
」
を

詳
細

に
設

定
し

て
い

る
法

科
大

学
院

に
あ

っ
て

は
、

本
様

式
を

基
本

と
し

つ
つ

、
適

宜
様

式
を

変
更

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
４

　
入

学
者

選
抜

の
状

況
の

「
競

争
倍

率
」
、

「
入

学
定

員
超

過
率

」
、

「
入

学
者

数
の

う
ち

『
自

校
出

身
者

』
の

割
合

」
及

び
「
入

学
者

数
の

う
ち

法
学

関
係

以
外

の
学

部
出

身
者

又
は

実
務

の
経

験
を

有
す

る
者

等
の

割
合

」
は

、
小

数
点

第
３

位
以

下
を

切
り

捨
て

て
く
だ

さ
い

（
例

：
入

学
定

員
が

9
0
人

、
入

学
者

数
が

9
3
人

の
場

合
に

は
、

６
　

在
籍

者
数

の
状

況
に

つ
い

て
は

、
長

期
履

修
制

度
を

採
用

し
て

い
る

場
合

等
は

、
本

様
式

を
基

本
と

し
て

、
適

宜
様

式
を

変
更

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

平
成

○
年

度

法
学

未
修

者

種
　

別

法
学

既
修

者

法
学

未
修

者

法
学

既
修

者

平
成

（
○

－
２

）
年

度

法
学

既
修

者

実
務

の
経

験
を

有
す

る
者

の
定

義

法
学

既
修

者

法
学

未
修

者

（
人

）

競
争

倍
率

（
法

学
未

修
者

、
法

学
既

修
者

別
）

〔
 b

／
c
 〕

合
格

者
数

【
 c

 】

入
学

者
数

【
 e

 】
（
合

計
）

　
（
人

）

入
学

定
員

超
過

率

（
％

）

法
学

既
修

者

法
学

未
修

者

法
学

既
修

者

法
学

未
修

者

他
学

部
出

身
者

の
定

義

平
成

（
○

－
４

）
年

度

平
成

（
○

－
１

）
年

度

平
成

（
○

－
２

）
年

度

平
成

（
○

－
３

）
年

度

受
験

者
数

【
 b

 】

学
生

数
の

状
況

法
学

既
修

者

平
成

○
年

度

法
学

既
修

者

平
成

（
○

－
３

）
年

度

法
学

未
修

者

種
別

入
学

定
員

【
 a

 】

平
成

（
○

－
１

）
年

度

法
学

既
修

者

法
学

未
修

者

法
学

未
修

者

法
学

未
修

者

法
学

既
修

者

（
人

）
（
人

）

平
成

（
○

－
４

）
年

度

法
学

未
修

者

（
人

）

〔
 e

／
a 

〕

入
学

者
数

内
訳

志
願

者
数

（
人

）

入
学

者
数

【
 d

 】
（
法

学
未

修
者

、
法

学
既

修
者

別
）

（
人

）

入
学

者
数

の
う

ち
法

学
関

係
以

外
の

学
部

出
身

者
又

は
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
の

割
合

自
大

学
の

法
学

関
係

の
学

部
出

身
者

自
大

学
の

法
学

関
係

以
外

の
学

部
出

身
者

他
大

学
の

法
学

関
係

の
学

部
出

身
者

入
学

者
数

の
う

ち
「
自

校
出

身
者

」
の

割
合

計
他

大
学

の
法

学
関

係
以

外
の

学
部

出
身

者

（
％

）
（
人

）

【
(g

＋
h
＋

i＋
j＋

k＋
l)

／
e
×

1
0
0
 】

法
学

関
係

以
外

の
学

部
出

身
者

（
実

務
の

経
験

を
有

し
な

い
者

）

実
務

の
経

験
を

有
す

る
者 【
(g

＋
i＋

j＋
l)
／

d×
1
0
0
 】

（
人

）
（
％

）

実
務

の
経

験
を

有
し

な
い

者
【
 f

 】
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
【
 g

 】

（
人

）

実
務

の
経

験
を

有
し

な
い

者
【
 h

 】
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
【
 i
 】

実
務

の
経

験
を

有
し

な
い

者
実

務
の

経
験

を
有

し
な

い
者

【
 k

 】
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
【
 l
 】

【
(h

＋
k)

／
d×

1
0
0
 】

○
○

大
学

大
学

院
○

○
研

究
科

○
○

専
攻

（
人

）
（
人

）

実
務

の
経

験
を

有
す

る
者

【
 j
 】

【
(f

＋
g)

／
e
×

1
0
0
 】

退
学

者
数

（
内

数
：
長

期
履

修
生

数
）

（
％

）
（
人

）
（
人

）

修
了

者
数

（
内

数
：
長

期
履

修
生

数
）

在
籍

者
数

（
内

数
：
長

期
履

修
生

数
）

上
段

：
全

在
籍

者
数

下
段

左
欄

：
原

級
留

置
者

数
，

下
段

右
欄

：
休

学
者

数

２
年

次
３

年
次

１
年

次

７
　

在
籍

者
数

の
状

況
の

「
在

籍
者

数
（
内

数
：
長

期
履

修
生

数
）
」
に

つ
い

て
は

、
上

段
に

全
在

籍
者

数
を

、
下

段
の

左
欄

に
は

そ
の

う
ち

の
原

級
留

置
者

数
を

、
右

欄
に

は
休

学
者

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

長
期

履
修

生
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
内

数
と

し
て

括
弧

書
き

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

平
成

（
〇

－
１

）
年

度
平

成
（
〇

－
２

）
年

度
平

成
（
〇

－
３

）
年

度
平

成
（
〇

－
４

）
年

度
区

分

合
格

者
に

お
け

る
適

性
試

験
の

平
均

点

合
格

者
に

お
け

る
適

性
試

験
の

最
低

点

平
成

〇
年

度
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司
法

試
験

の
合

格
状

況
○
○
大
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻

解
釈
指
針
１
－
１
－
２
－
２
（
１
）
関
係

解
釈
指
針
１
－
１
－
２
－
２
（
２
）
関
係

様式２－２

※

※

※
※

※

※

（
注
）
１
．
　
自
己
評
価
書
提
出
時
点
で
は
、
調
査
実
施
年
度
に
実
施
さ
れ
る
司
法
試
験
の
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

　
　
　
　
　
機
構
に
て
法
務
省
発
表
資
料
に
基
づ
き
評
価
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
※
印
が
記
入
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
該
当
し
ま
す
の
で
記
入
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
２
．
　
「
修
了
者
数
」
欄
に
は
、
司
法
試
験
を
受
験
し
な
か
っ
た
者
を
含
め
て
、
当
該
年
度
に
修
了
し
た
者
の
人
数
を
記
入

　
　
　
　
　
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
３
．
　
「
合
格
者
数
」
欄
に
は
、
各
修
了
年
度
に
お
け
る
修
了
者
の
う
ち
、
司
法
試
験
に
合
格
し
た
者
の
人
数
を
記
入
し
て

　
　
　
　
　
く
だ
さ
い
。

　
　
　
４
．
　
「
合
格
率
」
欄
に
は
、
「
合
格
者
数
」
を
「
受
験
者
数
」
で
割
っ
た
値
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
端
数
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
５
位
を
切
り
捨
て
て
く
だ
さ
い
。
（
例

：
合
格
者
数
が
1
3
人

、
受
験
者
数
が

　
　
　
　
　
7
4
人

の
場

合
に
は

、
1
3
÷

7
4
＝

0
.1
7
5
6
7
・
・
・
≒

『
0
.1
7
5
6
』
と
な
り
ま
す
。
）

平
成
（
○
－
５
）
年
度

※
※

平
成
（
○
－
４
）
年
度

※
※

平
成
（
○
－
２
）
年
度

※
平
成
（
○
－
３
）
年
度

平
成
（
○
－
１
）
年
度

計

平
成

（
○

－
４
）
年

度
（
注
）
１
．
　
自
己
評
価
書
提
出
時
点
で
は
、
調
査
実
施
年
度
に
実
施
さ
れ
る
司
法
試
験
の
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

　
　
　
　
　
機
構
に
て
法
務
省
発
表
資
料
に
基
づ
き
評
価
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
※
印
が
記
入
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
該
当
し
ま
す
の
で
記
入
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
２
．
　
「
受
験
者
数
」
、
「
合
格
者
数
」
欄
に
は
、
司
法
試
験
が
実
施
さ
れ
た
各
年
度
に
お
け
る
、
解
釈
指
針
１
－
１
－
２
－

　
　
　
　
　
２
（
１
）
の
状
況
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
３
．
　
「
合
格
率
」
欄
に
は
、
「
合
格
者
数
」
を
「
受
験
者
数
」
で
割
っ
た
値
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
端
数
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
５
位
を
切
り
捨
て
て
く
だ
さ
い
。
（
例

：
合
格
者
数
が
1
3
人

、
受
験
者
数
が

　
　
　
　
　
　
7
4
人

の
場

合
に
は

、
1
3
÷

7
4
＝

0
.1
7
5
6
7
・
・
・
≒

『
0
.1
7
5
6
』
と
な
り
ま
す
。
）

修
了

年
度

修
了
者
数

合
格

者
数

合
格
率

司
法

試
験

実
施

年
度

平
成

（
○

－
４
）
年

度
平
成
（
○
－
３
）
年
度

平
成
（
○
－
２
）
年
度

平
成
（
○
－
１
）
年
度

平
成
○
年
度

司
法

試
験
実
施
年
度

受
験

者
数

合
格

者
数

合
格
率

平
成

（
○

－
３
）
年

度

※

平
成

（
○

－
１
）
年

度

平
成

（
○

－
２
）
年

度

平
成
○
年
度

※
※
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教
員

一
覧

、
教

員
分

類
別

内
訳

教
員

一
覧

授
業

科
目

名
ク

ラ
ス

数
単

位
数

集
・
オ

・
共

授
業

科
目

名
ク

ラ
ス

数
単

位
数

集
・
オ

・
共

大
学

等
名

授
業

科
目

名
ク

ラ
ス

数
単

位
数

集
・
オ

・
共

大
学

等
名

　

教
員

分
類

別
内

訳

研
・
専

実
・
専

実
・
み

学
士

課
程

修
士

課
程

博
士

前
期

課
程

博
士

後
期

課
程

専
門

職
学

位
課

程

学
士

課
程

修
士

課
程

博
士

前
期

課
程

博
士

後
期

課
程

専
門

職
学

位
課

程

兼
担

兼
任

(注
）
  

  
1 2 3 4 5

　
 　

　
　

　
　

　
法

曹
以

外
の

実
務

経
験

を
有

す
る

場
合

に
は

『
そ

の
他

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
年

数
」
に

つ
い

て
は

、
当

該
教

員
の

実
務

の
経

験
年

数
を

職
種

ご
と

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

 　
  

  
　

  
  

 6 7

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　 8 9

1
0

1
1

　
  

  
  

  
  

  1
2

1
3

講
師

助
教

計

う
ち

、
法

曹
と

し
て

の
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者

様式３

○
○

大
学

大
学

院
○

○
研

究
科

○
○

専
攻

年
間

総
単

位
数

担
当

授
業

科
目

備
考

他
大

学
等

担
当

授
業

科
目

自
大

学
法

科
大

学
院

担
当

授
業

科
目

自
大

学
他

専
攻

等
担

当
授

業
科

目
分

 類
性

別
教

 員
 名

所
属

実
務

経
験

年
数

実
務

家
教

員
の

職
種

年
数

年
 齢

専
門

分
野

合
計

　
×

２
（
ク

ラ
ス

）
×

2
0
（
時

間
）
÷

3
0
（
時

間
）
＝

2
.6

6
・
・
・
≒

『
2
.7

』
、

２
（
単

位
）
×

２
（
ク

ラ
ス

）
×

1
0
（
時

間
）
÷

3
0
（
時

間
）＝

1
.3

2
・
・
・
≒

『
1
.3

』
と

な
り

ま
す

。
）

　
教

員
一

覧
の

「
担

当
授

業
科

目
」
の

「
集

・
オ

・
共

」
に

つ
い

て
は

、
集

中
講

義
の

場
合

に
は

『
集

』
と

、
オ

ム
ニ

バ
ス

授
業

の
場

合
に

は
『
オ

』
と

、
共

同
授

業
の

場
合

は
『
共

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

複
数

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

該
当

す
る

も
の

を
す

べ
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
教

員
一

覧
の

「
担

当
授

業
科

目
」
の

「
大

学
等

名
」
に

つ
い

て
は

、
自

大
学

他
専

攻
等

を
担

当
す

る
教

員
の

場
合

に
は

、
研

究
科

・
専

攻
名

又
は

学
部

・
学

科
名

等
を

、
他

大
学

等
を

担
当

す
る

教
員

の
場

合
に

は
、

大
学

・
研

究
科

・
専

攻
名

又
は

大
学

・
学

部
・
学

科
名

等
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
教

員
一

覧
の

「
実

務
経

験
年

数
」
に

つ
い

て
は

、
必

置
専

任
教

員
数

に
算

入
し

て
い

る
実

務
家

教
員

の
み

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
「
実

務
家

教
員

の
職

種
」
に

つ
い

て
は

、
必

置
専

任
教

員
数

に
算

入
し

て
い

る
実

務
家

教
員

が
法

曹
と

し
て

の
実

務
の

経
験

を
有

す
る

場
合

に
は

職
種

に
応

じ
て

『
裁

判
官

』
、

『
検

察
官

』
、

『
弁

護
士

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
 （

例
：
裁

判
官

の
経

験
年

数
が

７
年

１
１

ヶ
月

及
び

民
間

企
業

勤
務

の
経

験
年

数
が

６
年

１
０

ヶ
月

の
教

員
の

場
合

に
は

、
 「

実
務

家
教

員
の

職
種

」
は

『
裁

判
官

／
そ

の
他

』
、

「
年

数
」
は

『
７

．
１

１
／

６
．

１
０

』
と

な
り

ま
す

。
）
　

　
教

員
一

覧
の

「
担

当
授

業
科

目
」
の

「
ク

ラ
ス

数
」
に

つ
い

て
は

、
１

つ
の

授
業

科
目

に
お

い
て

、
複

数
の

ク
ラ

ス
が

開
講

さ
れ

て
お

り
、

同
一

の
教

員
が

複
数

の
ク

ラ
ス

を
担

当
し

て
い

る
場

合
に

、
そ

の
担

当
ク

ラ
ス

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

１
ク

ラ
ス

の
場

合
も

、
『
１

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
教

員
一

覧
の

「
担

当
授

業
科

目
」
及

び
「
年

間
総

単
位

数
」
に

係
る

単
位

数
の

計
算

に
あ

た
り

、
複

数
教

員
に

よ
る

授
業

科
目

を
担

当
す

る
場

合
は

、
当

該
授

業
科

目
の

単
位

数
に

対
す

る
担

当
す

る
教

員
ご

と
の

担
当

時
間

数
の

割
合

に
よ

り
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

複
数

の
ク

ラ
ス

を
担

当
し

て
い

る
場

合
は

、
さ

ら
に

ク
ラ

ス
数

を

　
乗

じ
た

単
位

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

単
位

数
に

つ
い

て
は

、
小

数
点

第
２

位
を

四
捨

五
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
授

業
科

目
（
２

単
位

）
の

時
間

数
が

3
0
時

間
で

、
当

該
授

業
科

目
を

２
人

の
教

員
で

担
当

（
担

当
す

る
時

間
数

は
、

そ
れ

ぞ
れ

2
0
時

間
と

1
0
時

間
）
し

、
ど

ち
ら

も
２

ク
ラ

ス
を

担
当

す
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
、

２
（
単

位
）

兼
担

教
員

（
学

内
の

他
学

部
等

の
教

員
）

兼
任

教
員

（
他

の
大

学
等

の
教

員
等

）

専
任

教
員

専
属

専
任

教
員

研
究

者
・
専

任
教

員

法
科

大
学

院
実

務
家

・
専

任
教

員

実
務

家
・
み

な
し

専
任

教
員

兼
務

研
究

者
・
専

任
教

員

専
・
他

　
修

士
課

程
の

専
任

教
員

を
法

科
大

学
院

の
専

任
教

員
と

扱
う

場
合

は
、

専
・
他

と
分

類
し

て
く
だ

さ
い

。
基

準
８

－
２

－
１

で
規

定
す

る
必

置
専

任
教

員
数

に
含

め
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

職
名

　
評

価
実

施
年

度
の

５
月

１
日

現
在

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

授
業

科
目

名
及

び
単

位
数

は
、

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
新

旧
を

問
わ

ず
、

評
価

実
施

年
度

に
お

い
て

各
教

員
が

担
当

す
る

授
業

科
目

に
つ

い
て

す
べ

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

受
講

者
が

い
な

い
た

め
不

開
講

と
な

っ
た

授
業

科
目

に
つ

い
て

も
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

　
教

員
一

覧
に

つ
い

て
は

、
教

員
分

類
ご

と
に

、
教

授
、

准
教

授
、

講
師

、
助

教
の

順
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
分

類
」
に

つ
い

て
は

、
本

様
式

の
教

員
分

類
別

内
訳

の
「
略

称
」
に

よ
り

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
教

員
一

覧
の

「
所

属
」
に

つ
い

て
は

、
教

員
分

類
別

内
訳

の
「
所

属
」
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
学

士
課

程
の

場
合

に
は

『
（
B

）
』
、

修
士

課
程

に
相

当
す

る
場

合
に

は
『
（
M

）
』
、

博
士

課
程

の
場

合
に

は
『
（
D

）
』
、

専
門

職
学

位
課

程
の

場
合

に
は

『
（
Ｐ

）
』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
教

員
一

覧
の

「
職

名
」
に

つ
い

て
は

、
教

員
分

類
別

内
訳

の
職

種
（
教

授
、

准
教

授
、

講
師

、
助

教
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

研
究

科
長

、
専

攻
長

等
に

就
い

て
い

る
場

合
に

は
併

せ
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

分
類

所
属

略
称

教
授

准
教

授

兼
務

実
務

家
・
専

任
教

員

　
教

員
一

覧
の

「
年

間
総

単
位

数
」
に

つ
い

て
は

、
「
自

大
学

法
科

大
学

院
担

当
授

業
科

目
」
、

「
自

大
学

他
専

攻
等

担
当

授
業

科
目

」
、

「
他

大
学

等
担

当
授

業
科

目
」
の

合
計

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

　
教

員
分

類
別

内
訳

の
「
分

類
」
の

「
兼

担
教

員
（
学

内
の

他
学

部
等

の
教

員
）
」
及

び
「
兼

任
教

員
（
他

の
大

学
等

の
教

員
等

）
」
に

該
当

す
る

教
員

に
つ

い
て

は
、

教
員

一
覧

に
あ

る
「
自

大
学

他
専

攻
等

担
当

授
業

科
目

」
及

び
「
他

大
学

等
担

当
授

業
科

目
」
の

記
入

は
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
こ

の
場

合
、

「
年

間
総

単
位

数
」
に

つ
い

て
は

、

　
 「

自
大

学
法

科
大

学
院

担
当

授
業

科
目

」
に

係
る

単
位

数
と

な
り

ま
す

。
　

　
教

員
一

覧
の

「
担

当
授

業
科

目
」
の

「
自

大
学

他
専

攻
等

担
当

授
業

科
目

」
に

つ
い

て
は

、
学

部
の

授
業

科
目

の
場

合
に

は
『
（
B

）
』
、

修
士

課
程

の
授

業
科

目
の

場
合

に
は

『
（
M

）
』
、

博
士

課
程

の
授

業
科

目
の

場
合

に
は

『
（
D

）
』
を

授
業

科
目

名
の

後
ろ

に
付

記
し

て
く
だ

さ
い

。

　
（
例

：
修

士
課

程
の

授
業

科
目

『
研

究
指

導
』
を

担
当

し
て

い
る

場
合

は
、

「
授

業
科

目
名

」
は

『
研

究
指

導
（
M

）
』
と

な
り

ま
す

。
）

― 30 ―



科
目

別
専

任
教

員
数

一
覧

人
数

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）
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（
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（
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（
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）

（
　

　
）
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）

（
　

　
）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

（
　

　
）

（
　

　
）
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）
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）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

 （
注

）

民
法

　
　

な
お

、
複

数
の

授
業

科
目

を
担

当
し

て
お

り
、

該
当

す
る

「
科

目
」
が

複
数

に
渡

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

「
科

目
」
に

お
い

て
当

該
教

員
名

を
記

入
し

、
「
人

数
」
に

算
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

ま
た

、
複

数
の

授
業

科
目

を
担

当
し

て
い

る
が

、
い

ず
れ

も
同

一
「
科

目
」
に

該
当

す
る

場
合

は
、

該
当

す
る

「
科

目
」
に

お
い

て
１

人
と

し
て

計
算

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

（
例

：
１

人
の

教
員

が
「
民

事
訴

訟
法

Ⅰ
」
、

「
民

事
訴

訟
法

Ⅱ
」
（
す

べ
て

法
律

基
本

科
目

（
民

事
訴

訟
法

）
）
及

び
「
倒

産
法

」
（
展

開
・
先

端
科

目
）
を

担
当

し
て

い
る

場
合

は
、

「
民

事
訴

訟
法

」
と

○
○

大
学

大
学

院
○

○
研

究
科

○
○

専
攻

様式４

専 任 教 員 名

１
　

評
価

実
施

年
度

の
５

月
１

日
現

在
で

、
当

該
年

度
開

設
授

業
科

目
（
当

該
年

度
入

学
者

適
用

）
を

担
当

す
る

専
任

教
員

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

科
目

　
　

「
展

開
・
先

端
科

目
」
の

そ
れ

ぞ
れ

に
当

該
教

員
名

を
記

入
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
１

人
と

し
て

計
算

し
て

く
だ

さ
い

。
）

４
　

「
専

任
教

員
名

」
の

括
弧

内
に

は
、

様
式

３
の

教
員

分
類

別
内

訳
の

「
略

称
」
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

な
お

、
隔

年
開

講
や

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

改
編

直
後

の
た

め
、

評
価

実
施

年
度

に
開

講
さ

れ
て

い
な

い
授

業
科

目
を

担
当

す
る

専
任

教
員

に
つ

い
て

も
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

２
　

科
目

別
専

任
教

員
数

一
覧

に
お

け
る

「
専

任
教

員
」
と

は
、

様
式

３
の

教
員

分
類

別
内

訳
の

専
任

教
員

に
該

当
す

る
教

員
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。

３
　

「
専

任
教

員
名

」
に

つ
い

て
は

、
担

当
す

る
授

業
科

目
が

該
当

す
る

「
科

目
」
ご

と
に

教
員

名
を

記
入

し
、

「
科

目
」
ご

と
に

記
入

さ
れ

た
専

任
教

員
の

数
を

「
人

数
」
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

展
開

・
先

端
科

目
基

礎
法

学
・

隣
接

科
目

法
律

実
務

基
礎

科
目

法
律

基
本

科
目

民
事

訴
訟

法
刑

法
刑

事
訴

訟
法

行
政

法
憲

法
商

法
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教
育

経
験

又
は

実
務

経
験

研
究

業
績

又
は

実
務

実
績

(注
) 
　

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１
０

１
１

１
２

１
３

た
だ

し
、

７
つ

の
分

類
に

分
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

授
業

科
目

に
つ

い
て

は
『
そ

の
他

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

複
数

の
分

野
に

わ
た

る
場

合
は

、
該

当
す

る
分

野
を

す
べ

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

乗
じ

た
単

位
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

単
位

数
に

つ
い

て
は

、
小

数
点

第
２

位
を

四
捨

五
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
授

業
科

目
（
２

単
位

）
の

時
間

数
が

3
0
時

間
で

、
当

該
授

業
科

目
を

２
人

の
教

員
で

担
当

（
担

当
す

る
時

間
数

は
、

そ
れ

ぞ
れ

2
0
時

間
と

1
0
時

間
）
し

、
ど

ち
ら

も
２

ク
ラ

ス
を

「
備

考
」
に

つ
い

て
は

、
過

去
に

、
文

部
科

学
省

大
学

設
置

・
学

校
法

人
審

議
会

の
教

員
審

査
に

お
い

て
法

科
大

学
院

の
設

置
の

際
に

判
定

さ
れ

た
判

定
結

果
（
Ｐ

可
）
を

得
た

者
は

、
当

該
審

査
の

年
月

、
当

該
審

査
に

係
る

大
学

名
、

教
員

分
類

（
専

、
専

・
他

、
実

・
専

、
実

・
み

）
、

職
名

、

授
業

科
目

名
及

び
結

果
（
判

定
Ｐ

可
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

担
当

す
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
、

２
単

位
×

２
ク

ラ
ス

×
2
0
時

間
÷

3
0
時

間
＝

2
.6

6
・
・
・
≒

『
2
.7

』
、

２
単

位
×

２
ク

ラ
ス

×
1
0
時

間
÷

3
0
時

間
＝

1
.3

2
・
・
・
≒

『
1
.3

』
と

な
り

ま
す

。
）

「
担

当
授

業
科

目
」
の

「
集

・
オ

・
共

」
に

つ
い

て
は

、
集

中
講

義
の

場
合

に
は

『
集

』
、

オ
ム

ニ
バ

ス
授

業
の

場
合

に
は

『
オ

』
、

共
同

授
業

の
場

合
は

『
共

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

複
数

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

該
当

す
る

も
の

を
す

べ
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

ま
た

、
１

つ
の

授
業

科
目

を
複

数
教

員
が

担
当

し
て

い
る

場
合

に
は

、
責

任
者

教
員

の
『
オ

』
又

は
『
共

』
の

欄
内

を
黄

で
塗

り
つ

ぶ
し

て
く
だ

さ
い

。

「
担

当
授

業
科

目
」
の

「
分

野
」
に

つ
い

て
は

、
法

律
基

本
科

目
に

お
い

て
は

、
憲

法
分

野
は

『
憲

法
』
、

行
政

法
分

野
は

『
行

政
法

』
、

民
法

分
野

は
『
財

産
法

』
又

は
『
家

族
法

』
、

商
法

分
野

は
『
会

社
法

』
又

は
『
会

社
法

以
外

』
、

民
事

訴
訟

法
分

野
は

『
民

事
訴

訟
法

』
、

刑
法

分
野

は
『
刑

法
』
、

刑
事

訴
訟

法
分

野
は

『
刑

事
訴

訟
法

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
法

律
実

務
基

礎
科

目
に

お
い

て
は

、
職

種
に

応
じ

て
裁

判
官

で
あ

れ
ば

『
法

律
実

務
（
裁

）
』
、

検
察

官
で

あ
れ

ば
『
法

律
実

務
（
検

）
』
、

弁
護

士
で

あ
れ

ば
『
法

律
実

務
（
弁

）
』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

基
礎

法
学

・
隣

接
科

目
に

お
い

て
は

、
『
基

礎
法

学
・
隣

接
科

目
』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
展

開
・
先

端
科

目
に

お
い

て
は

、
授

業
科

目
の

内
容

に
応

じ
て

『
倒

産
法

』
、

『
租

税
法

』
、

『
経

済
法

』
、

『
知

的
財

産
法

』
、

『
労

働
法

』
、

『
環

境
法

』
又

は
『
国

際
関

係
法

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「
職

名
」
に

つ
い

て
は

、
職

種
（
教

授
、

准
教

授
、

講
師

、
助

教
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「
教

育
・
実

務
経

験
年

数
」
の

「
年

数
」
に

つ
い

て
は

、
研

究
者

教
員

は
法

科
大

学
院

で
の

教
育

経
験

年
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

法
科

大
学

院
で

の
教

育
経

験
年

数
に

は
、

法
科

大
学

院
以

外
の

大
学

・
大

学
院

に
お

け
る

教
育

経
験

年
数

の
２

分
の

１
の

年
数

を
算

入
し

た
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
法

科
大

学
院

に
お

け
る

教
育

経
験

年
数

が
３

年
、

法
科

大
学

院
以

外
の

大
学

・
大

学
院

に
お

け
る

教
育

年
数

が
８

年
あ

る
教

員
の

場
合

は
、

３
＋

８
÷

２
＝

７
（
年

）
と

な
り

ま
す

。
）

「
担

当
授

業
科

目
」
に

つ
い

て
は

、
評

価
実

施
年

度
の

入
学

者
に

適
用

さ
れ

る
開

設
授

業
科

目
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「
担

当
授

業
科

目
」
の

「
単

位
数

」
の

計
算

に
あ

た
り

、
複

数
教

員
に

よ
る

授
業

科
目

を
担

当
す

る
場

合
は

、
当

該
授

業
科

目
の

単
位

数
に

対
す

る
担

当
す

る
教

員
ご

と
の

担
当

時
間

数
の

割
合

に
よ

り
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

複
数

の
ク

ラ
ス

を
担

当
し

て
い

る
場

合
は

、
さ

ら
に

ク
ラ

ス
数

を

実
務

家
教

員
は

実
務

経
験

年
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

複
数

の
職

種
の

実
務

経
験

が
あ

る
場

合
に

は
、

職
種

ご
と

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
裁

判
官

の
経

験
年

数
が

７
年

１
１

ヶ
月

及
び

民
間

企
業

勤
務

の
経

験
年

数
が

６
年

１
０

ヶ
月

 の
教

員
の

場
合

に
は

、
「
実

務
家

教
員

の
職

種
」
は

 『
裁

判
官

／
そ

の
他

』
、

「
年

数
」
は

 『
７

．
１

１
／

６
．

１
０

』
と

な
り

ま
す

。
）

「
教

育
・
実

務
経

験
年

数
」
の

「
実

務
家

教
員

の
職

種
」
に

つ
い

て
は

、
実

務
家

教
員

が
法

曹
と

し
て

の
実

務
の

経
験

を
有

す
る

場
合

に
は

、
職

種
に

応
じ

て
『
裁

判
官

』
、

『
検

察
官

』
、

『
弁

護
士

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
法

曹
以

外
の

実
務

の
経

験
を

有
す

る
場

合
に

は
『
そ

の
他

』
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
　

判
定

の
理

由
（
具

体
的

内
容

・
そ

の
他

備
考

）
備

　
　

　
　

考
実

務
家

教
員

の

職
種

年
数

授
業

科
目

名
単

位
数

集
・
オ

・
共

教
 員

 名

評
価

実
施

年
度

の
５

月
１

日
現

在
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
印

が
付

い
て

い
る

欄
に

つ
い

て
は

、
空

欄
の

ま
ま

と
し

て
く
だ

さ
い

。

対
象

と
な

る
教

員
（
①

専
任

教
員

全
員

、
②

法
律

基
本

科
目

又
は

必
修

科
目

を
担

当
す

る
兼

担
及

び
兼

任
教

員
）
に

つ
い

て
、

教
員

分
類

ご
と

に
、

教
授

、
准

教
授

、
講

師
、

助
教

の
順

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

一
つ

の
行

枠
は

、
一

授
業

科
目

ご
と

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

「
Ｎ

ｏ
．

」
に

つ
い

て
は

、
「
教

員
業

績
調

書
」
の

「
番

号
」
と

同
じ

番
号

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

「
分

類
」
に

つ
い

て
は

、
教

員
分

類
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

様式５

教
 員

 組
 織

 調
 査

 対
 象

 教
 員

 一
 覧

 

※
　

チ
ェ

ッ
ク

欄
大

学
名

N
o
.

分
 類

職
 名

性
別

専
門

分
野

教
育

・
実

務
経

験
年

数
担

当
授

業
科

目
※

　
項

目
ご

と
の

判
定

年
 齢

分
野
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様式６ 

 

教 員 業 績 調 書 

○年○月○日現在 

番号  分類  職名  氏名  年齢  

学    歴    等 

年  月 事   項 

  

職        歴 

年  月 事   項 

  

賞        罰 

年  月 事   項 
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○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

教育上の能力に関する事項 

事項 年月 概要 

１ 教育方法の実践例 

 

 

 

 

 

   

２ 作成した教科書、教材等 

 

 

 

 

 

   

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

 

 

 

 

 

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

 

 

 

 

 

   

５ 教育方法・教育実践に関する発表、講演等 

 

 

 

 

 

   

研究業績等に関する事項 

（担当する授業科目に関連する業績のみを記述してください。） 

著書、学術論文等の名称 
単著・共著 

の別 

発行又は発表

の年月 

発行所、発表雑誌等又は 

発表学会等の名称 
備 考 

著書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

論文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

その他 
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○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

法律実務に関する活動 

年  月 事 項 

  

  

学会及び社会における活動等 

年  月 事 項 

  

  

その他事項 

 

 

（注）１ 「番号」については、対象教員ごとに番号を記入してください。 

   ２ 資格・免許については、「学歴等」に記述してください。 

   ３ 「教育上の能力に関する事項」、「研究業績等に関する事項」、「法律実務に関する活動」及び「学会及び社会における活

動等」については、上段には前回の法科大学院認証評価を受けた時点までの実績を、下段にはそれ以後の実績を記述し

てください。 

     ただし、これまでに機構の実施する教員組織調査を受けていない教員については、下段に全ての実績を記述してくださ

い。 

４ 「研究業績等に関する事項」については、著書、学術論文等が共著の場合は、本人の担当部分〔掲載頁（Ｐ○～Ｐ○）〕

を記述してください。なお、担当部分を抽出することが困難な場合には、「備考」にその理由を記述してください。 

 また、「備考」には、「著書」の場合は、総頁数を記入してください。「論文」の場合は、誌名、巻数・号数、はじめの頁

―おわりの頁を記入してください。 

   ５ 「研究業績等に関する事項」について、当該調書の作成時において未発表のものは記述しないでください。ただし、現

在出版準備中のものについては、「備考」にそのことが分かるよう（例：○月刊行予定）記載の上、記入することができ

ます。 

   ６ 「その他事項」については、上記の項目以外に記述すべき事項がある場合に記述してください。 

   ７ このほか、当該教員が担当する授業科目の概要の分かる資料（例えば、シラバス等）を添付してください。 
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別 紙 

 

「教員組織調査対象教員一覧」における分野：
憲法、行政法、財産法、家族法、会社法、会社法以外、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、 
法律実務（裁）、法律実務（検）、法律実務（弁）、基礎法学・隣接科目、倒産法、租税法、 
経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法、その他 

教員組織調査に係る各資料の提出イメージ図 

評価実施年度に担当する授業科目の分野が、「教員組織調査対象教員一覧」において複数の分野に

わたるか否かによって資料の作成方法が異なります。 
 

（例 １） Ａ教員が同一分野で複数の授業科目を担当している場合 

（分野「憲法」のみで授業科目を担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例 ２）Ｂ教員が異なる分野で授業科目を担当している場合 

（分野「民事訴訟法」と分野「倒産法」で授業科目を担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同一教員であっても異なる分野で授業科目を担当している場合は、分野ごとに「教員業績調書」を
添付してください。「教員業績調書」は、複数の分野に関する内容が記載されたものを作成し、各 
分野に同じものを添付してください。 

授業科目□□ 

授業科目○○ 

授業科目△△ 

 資料３

 
評価実施年度に担

当している授業科

目のシラバス 
（合紙） 

授業科目○○ 

授業科目△△ 

 資料４ 
 
設置審の際に判定

結果（Ｐ可）を得

た授業科目のシラ

バス 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

教員業績調書（Ａ教員） 

 

 

 

資料２ 

△△授業科目 

 資料４

 
 
設置審の際に判定

結果（Ｐ可）を得

た授業科目のシラ

バス

○○授業科目 

△△授業科目 

 資料３

 
 
評価実施年度に担

当している授業科

目のシラバス 
（合紙）

教員業績調書（Ｂ教員） 

 

 

 

資料２ 

分野【民事訴訟法】 

分野【憲法】 

△△授業科目 

 資料４

 
 
設置審の際に判定

結果（Ｐ可）を得

た授業科目のシラ

バス

○○授業科目 

△△授業科目 

 資料３ 
 
 
評価実施年度に担

当している授業科

目のシラバス 
（合紙）

教員業績調書（Ｂ教員） 

 

 

 

資料２

分野【倒産法】 

対応関係が分かるよ
う添付順に注意して
ください。 

（合紙） 
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＜資料提出のイメージ図＞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○授業科目 
△△授業科目 

 
資料４ 

 

設置審の際に判

定結果（Ｐ可）

○○授業科目 
△△授業科目 

 
資料３

 

評価実施年度に

担当している授

教員業績調書（Ａ教員） 

 

 

 

「教員組織調査対象教員一覧」に登載の教員順に、教員業績調書等の資料を綴ってください。
教員ごとにインデックス付き合紙を挿入してください。一教員が異なる分野間で授業科目を担当して 
いる場合には分野ごとに合紙（色紙）を挿入して下さい。 

 

 

（インデックス） 

１ 

Ａ教員 
分野【憲法】 

○○授業科目 
△△授業科目 

 
資料４

 

設置審の際に判

定結果（Ｐ可）

○○授業科目 
△△授業科目 

 
資料３

 

評価実施年度に

担当している授

教員業績調書（Ｂ教員） 

 

 

○○授業科目 
△△授業科目 

 
資料４

 

設置審の際に判

定結果（Ｐ可）

○○授業科目 
△△授業科目 

 
資料３ 

 

評価実施年度に

担当している授

教員業績調書（Ｂ教員） 

 

 

 

 

（合紙） 

Ｂ教員 
分野【民事訴訟法】

Ｂ教員 
分野【倒産法】 

教員組織調査対象教員一覧 

１ Ａ    
２ Ｂ    
２ Ｂ    
     
     

資料１ 

 

 

（インデックス）
2

インデックス番号は教員組織調査対象教員一覧の№と一致
させてください。
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参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-○- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-○- 

評価報告書（本評価）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （以下、参考資料として添付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）   は、対象法科大学院を置く大学から提出された自己評価書等から原則として原文のまま転載します。 
注２）評価報告書様式は、今後若干の変更が生じる可能性があります。 
注３）当該評価報告書イメージは、予備評価の評価報告書には適用しません。 

 
 
 

平成○○年度実施 

法科大学院認証評価 

評 価 報 告 書 
 
 

○○大学大学院○○研究科 

○○専攻 
 
 
 
 
 

平成○○年３月 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

 

○○大学大学院○○研究科○○専攻

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が

実施した法科大学院認証評価について 

 
１ 評価の目的 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２ 評価のスケジュール 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３ 法科大学院認証評価委員会委員及び専

門委員（平成○○年３月現在） 

・・・・・・・・・・・ 

４ 評価報告書の内容 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５ 評価報告書の公表 

・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

-1- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻

Ⅰ 認証評価結果 

 

 ○○大学大学院○○研究科○○専攻は、大学改革支援・

学位授与機構が定める法科大学院評価基準に適合してい

る。 

 

（各基準の判断結果を総合的に考慮した結果、○○大学大

学院○○研究科○○専攻は、大学改革支援・学位授与機構

が定める法科大学院評価基準に適合していない。 

 

 理由： ・・・・・・・・・・・・ため。 

 

満たしていない基準の具体的な内容は、次のとおりであ

り、速やかに是正される必要がある。 

○・・・・・・・・・・・・・・・・【基準○-○-○】）

  

  当該法科大学院の主な優れた点として、次のことが挙げ

られる。 

○・・・・・・・・・・・・・・・・【基準○-○-○】 

 

 当該法科大学院の主な特色ある点として、次のことが挙

げられる。 

○ ・・・・・・・・・・・・・・・【基準○-○-○】 

： 

： 
○

○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 

Ⅱ 章ごとの評価 

第１章 教育の理念及び目標 

１ 評価 

 第１章のすべての基準を満たしている。 

【根拠理由】 
 

１－１－１ 教育の理念及び目標が・・・・。 

 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

２ 指摘事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 
-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻

第○章 ○○○○○○ 

１ 評価 

 第○章の基準のうち、基準○－○－○を満

たしていない。 

【根拠理由】 
 

○－○－○ ・・・・・・・・・・・・・。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

 

２ 指摘事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

 

-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻

第 11 章 自己点検及び評価等 

１ 評価 

 第 11 章のすべての基準を満たしている。

【根拠理由】 

11－１－１ 法科大学院の教育水準の維持

向上を図り・・・・・・・・・・・・・。 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

 

２ 指摘事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

 

 

-○- 

         ○○大学大学院○○研究科○○専攻 
 

Ⅲ 意見の申立て及びその対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-○- 

１）申立ての内容 

・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 

２）申立てへの対応 

・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 

         ○○大学大学院○○研究科○○専攻

ⅰ 現況及び特徴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-○-

１ 現況 

(1）法科大学院（研究科・

 専攻）名 ・・・・・ 

(2）所在地 

(3) 学生数及び教員数 

 

２ 特徴 

・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

         ○○大学大学院○○研究科○○専攻

ⅱ 目的 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-○- 
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参考資料２ 

 

 

 
評価報告書（追評価）イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１）   は、対象法科大学院を置く大学から提出された意見申立書から原則として原文のまま転載します。 
注２）評価報告書様式は、今後若干の変更が生じる可能性があります。 
 
 

 
 
 

平成○○年度実施 

法科大学院認証評価（追評価） 

評 価 報 告 書 

 

 
○○大学大学院○○研究科 

○○専攻 

 

 

 

 
平成○○年３月 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 

 
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が

実施した法科大学院認証評価について 

１ 評価の目的 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２ 評価のスケジュール 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３ 法科大学院認証評価委員会委員及び専

門委員（平成○○年３月現在） 

・・・・・・・・・・・ 

４ 評価報告書の内容 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５ 評価報告書の公表 

・・・・・・・・・・・ 

 
 

-1- 

 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 
 

Ⅰ 認証評価結果 

 

○○大学大学院○○研究科○○専攻は、大学改革支

援・学位授与機構が定める法科大学院評価基準に関し

て、追評価において基準○－○－○を満たしており、

先の本評価と併せて総合的に考慮した結果、法科大学

院評価基準に適合している。 
 
（○○大学大学院○○研究科○○専攻は、基準○－○

－○を満たしておらず、先の本評価と併せて総合的に

考慮した結果、大学改革支援・学位授与機構が定める

法科大学院評価基準に適合していない。 
 
理由：・・・・・・・・・・・・・・・ため。 
 
満たしていない基準の具体的な内容は、次のとおりで

あり、速やかに是正される必要がある。 
○・・・・・・・・・・・・・・・・【基準○－○－○】） 
 

 

 

 

-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 
 

Ⅱ 基準ごとの評価 

 第○章 ○○○○○○ 

１ 評価 

 基準○－○－○を満たしている。 

 【根拠理由】 

○－○－○ ・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
 
２ 指摘事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 
 
Ⅲ 意見の申立て及びその対応 

１）申立ての内容 
 ・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 

２）申立てへの対応

・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 
・・・・・・・ 

 
-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 
 第○章 

１評価 

 第○章の基準のうち、基準○－○－○を満た

していない。 

 【根拠理由】 

○－○－１  ・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２優れた点及び改善を要する点等 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３第○章全体の状況 
 当該章の基準のうち、満たしていない基準

があり、章として問題がある。 
 
 

-○- 

○○大学大学院○○研究科○○専攻 
 

 第○章 ○○○○○○ 

１ 評価 

 基準○－○－○を満たしていない。 

 【根拠理由】 

○－○－○ ・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
 
２ 指摘事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
１ 評価 

 基準○－○－○を満たしている。 

 【根拠理由】 

○－○－○ ・・・・・・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
 
２ 指摘事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
-○- 
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参考資料３ 

 

 

 

基準に対する自己評価の根拠となる資料・データ等の例示  

 

ここには、基準ごとに、自己評価を行う際に必要と考えられる資料・データ等を、

枠の中に例示してあります。これらはあくまでも例示であり、必ずしもすべての資

料・データ等を求めるものではありません。各法科大学院の目的や状況等に応じて

資料・データ等をご用意いただき、自己評価書に貼付もしくは別添として提出して

ください。  
ただし、「自己評価実施要項」14頁の「（４）根拠となる資料・データ等の示し

方」の⑦に挙げられている資料・データ等については、自己評価書の別添として必

ず提出いただくものになりますので、ご留意ください。 

 

 

第１章 教育の理念及び目標 

 
１－１ 教育の理念及び目標 

 

１－１－１  

教育の理念及び目標が適切に設定され、かつ、明確に示されていること。 

 

解釈指針１－１－１－１ 

教育の理念及び目標が「適切に設定」されていることとは、各法科大学院の教育の理念

及び目標が、多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる高度の専門的な法律知

識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた法曹を養成するとい

う法科大学院制度の目的に適合していることをいう。 

 

解釈指針１－１－１－２ 

教育の理念及び目標が「明確に示されている」こととは、各法科大学院の教育の理念及

び目標が、当該法科大学院の教職員及び学生に周知されるとともに、広く社会に公表され

ていることをいう。 

 

□教育の理念及び目標、養成しようとする法曹像等が明示され、周知及び公表された

ことが把握できる資料（研究科概要、入学者選抜要項、ウェブサイト等） 

 

１－１－２：重点基準  

教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教育を通じて、達成されていること。 

 

解釈指針１－１－２－１ 

各法科大学院の教育の理念及び目標の達成状況は、司法試験の合格状況及び法曹として

の活動状況その他修了者の進路及び活動状況（企業及び官公庁その他専門的な法律知識等

を必要とする職域への進路及び活動状況を含む。以下同じ。）に基づき、学生の学業成績

及び在籍状況（原級留置者及び退学者等の状況を含む。以下同じ。）その他必要な事項を

勘案して判断するものとする。 
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解釈指針１－１－２－２ 

次の各号に定める司法試験の合格状況に関する指標のいずれかに該当する場合には、原

則として、教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教育を通じて、達成されているとは

いえない。ただし、基準に適合しているか否かの最終的な判断は、法学未修者教育や夜間

開講の実施状況、司法試験の合格率の改善状況等の個別の事情を勘案して行う。 

（１）５年の評価期間中に実施される各年度の司法試験について、当該法科大学院の修了

を受験資格として司法試験を受験した者に対する司法試験に合格した者の割合が全

国平均の割合の２分の１に満たない年度が、評価を実施する年度を含めて３回以上あ

ること。 

（２）５年の評価期間中に実施される司法試験について、評価を実施する年度の前年度の

末までの５年間に当該法科大学院を修了した者に対する、当該法科大学院の修了を受

験資格として司法試験を受験し合格した者の割合が、全国平均の割合の２分の１に満

たないこと。 

 

解釈指針１－１－２－３ 

５年の評価期間中に当該法科大学院を修了して５年が経過する者に対する司法試験に

合格した者の割合が７割以上となることが望ましい。 

 

□教育の理念及び目標、養成しようとする法曹像等が明示された冊子等の該当箇所

（研究科概要、入学者選抜要項、ウェブサイト等）  
□教育課程編成のコンセプトが明示された資料（履修モデル等） 

□学生数の状況（様式２－１）  
□学生の学業成績が把握できる資料（評価実施前年度の成績分布データ等）  
□修了者の進路及び活動状況（司法試験の合格状況及び法曹としての活動状況、並び

に企業及び官公庁その他専門的な法律知識等を必要とする職域への進路及び活動

状況）が把握できる資料  
□司法試験の合格状況（様式２－２）  

 
 

第２章 教育内容 

 
２－１ 教育内容 

 

２－１－１：重点基準  

法科大学院の課程の修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）並びに教育

課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）を一貫性あるものとし

て策定していること。  

すなわち、教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ、法曹として

の実務に必要な専門的な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させるとともに、

豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適切に編成されて

いること。  

 

解釈指針２－１－１－１ 

法科大学院の教育課程は、司法試験及び司法修習と有機的に連携された「プロセス」と

しての法曹養成のための中核的教育機関として、法曹養成に特化した専門職大学院にふさ

わしい水準・内容・方法で理論的教育と実務的教育の架橋が段階的かつ完結的に行われる

よう編成されていることが必要である。  
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解釈指針２－１－１－２ 

飛び入学者を法学既修者として認定する場合には、法科大学院教育の段階性及び完結性

を維持するため、カリキュラムの適切な編成及び学修指導に十分な配慮がされる必要があ

る。  
 

解釈指針２－１－１－３ 

他の法科大学院からの転入学を認める場合には、法科大学院教育の段階性及び完結性を

維持するため、カリキュラムの適切な編成及び学修指導に十分な配慮がされる必要があ

る。  
 

解釈指針２－１－１－４ 

学生が段階的に履修をできるように、カリキュラムが適切に編成されているほか、法学

未修者に対して基本的な考え方を理解させる授業計画や社会人である学生に対する長期

履修制度や夜間コースの導入など、多様なバックグラウンドを備えた学生のニーズに応じ

た学修指導が行われていることが必要である。  
 

□教育の理念及び目標、養成しようとする法曹像、ディプロマ・ポリシー、カリキュ

ラム・ポリシー等が明示された冊子等の該当箇所（研究科概要、入学者選抜要項、

ウェブサイト等）  
□開設授業科目一覧（様式１）  
□教育課程編成のコンセプトが明示された資料（履修モデル等） 

□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等） 

□法学系の学部の教育の理念及び目標、カリキュラム及びコース編成が把握できる資

料（学部概要等）  
□多様なバックグラウンドを備えた学生（社会人、他学部出身者等）のニーズに応じ

た学修指導の実施体制が把握できる資料（例えば、長期履修制度を採用している場

合は研究科規則、履修要項、長期履修計画書など長期履修制度の内容が把握できる

資料、また夜間コースを開設している場合は履修要項、カリキュラム及びコース編

成など夜間コースの内容が把握できる資料）  
 

２－１－２  

各授業科目について適切な到達目標が設定されていること。  

 

解釈指針２－１－２－１ 

「適切な到達目標」とは、「共通的な到達目標モデル」が存在する科目においては、そ

れと同程度以上の内容及び水準であることをいい、それが存在しない科目においては、授

業を通じてどのような成果を達成するかを概括的に示した目標をいう。  
 

□到達目標の内容が把握できる資料  
 

２－１－３：重点基準  

次の各号に掲げる授業科目が適切な科目区分の下に開設されていること。  

 

（１）法律基本科目  

（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の

科目をいう。）  

 

（２）法律実務基礎科目  

（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目
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をいう。）  

 

（３）基礎法学・隣接科目  

（基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。） 

 

 

（４）展開・先端科目  

（応用的・先端的な法領域に関する科目、その他の実定法に関する多様な分野の

科目であって、法律基本科目以外のものをいう。） 
 

解釈指針２－１－３－１ 

本基準は、導入的な授業科目や論文指導など４つの科目区分に該当しない授業科目が開

設されることを妨げるものではない。  
 

解釈指針２－１－３－２ 

法律基本科目は、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の分野に

ついて、将来の法曹としての実務に共通して必要とされる基本分野を対象とする授業科目

である。  
 

解釈指針２－１－３－３ 

法律実務基礎科目は、実務の経験を有する教員が関与するなどして、法律基本科目など

との連携のもとに、法律実務に携わることへの導入を行う授業科目である。  
 

解釈指針２－１－３－４ 

基礎法学・隣接科目は、社会に生起する様々な問題に関心をもたせ、人間や社会の在り

方に関する思索を深めることによって、法に対する理解の視野を拡げることに寄与する教

育内容を備えた授業科目である。  
 

解釈指針２－１－３－５ 

展開・先端科目は、社会の多様な法的ニーズに応え、応用的・先端的な法領域について

基礎的又は発展的な理解を得させるために、必要に応じて実務との融合にも配慮しながら

幅広くかつ高度の専門的教育を行う授業科目である。 

 

解釈指針２－１－３－６ 

基準２－１－３（１）から（４）に該当する科目が他の科目区分の授業科目として開設

されているときは、適切な科目区分にしたがって開設されているとはいえない。 

 

解釈指針２－１－３－７ 

法律基本科目と展開・先端科目の区分に当たっては、授業科目が憲法、行政法、民法、

商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の基本分野に関するものであるかどうかにしたがっ

て判断する。教育の内容が上記基本分野に当たる場合には、それが発展的・応用的なもの

であっても、原則として法律基本科目に区分される。 

 

解釈指針２－１－３－８ 

法律基本科目と法律実務基礎科目の区分に当たっては、授業科目の到達目標が法律基本

科目の各分野の理解を主眼とするものとなっているか、法律実務に関する基礎的な内容の

理解を主眼とするものとなっているか等を踏まえて総合的に判断する。 

教育の内容が基本分野に当たる場合には、それが発展的・応用的なものであっても、原

則として法律基本科目に分類される。 
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解釈指針２－１－３－９ 

一の授業科目の中で、法律基本科目に該当する部分と展開・先端科目又は法律実務基礎

科目に該当する部分とが混在している場合には、その授業科目の基本的な到達目標やそれ

ぞれの割合などを考慮して総合的に判断する。 

 

□開設授業科目一覧（様式１）  
□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等） 

 

２－１－４：重点基準  

基準２－１－３の各号のすべてにわたって、教育上の目的及び各法科大学院の教育

の理念及び目標に応じて適当と認められる単位数以上の授業科目が開設され、必修科

目、選択必修科目及び選択科目等の分類が適切に行われ、学生が段階的に履修するこ

とができるよう各年次にわたって適切に配当されていること。 

 

解釈指針２－１－４－１ 

法律基本科目の基本分野に関する授業科目を選択科目とするなど、法学未修者が履修す

ることなく修了することができるカリキュラムは適切とはいえない。 

 

□教育の理念及び目標、養成しようとする法曹像等が明示された冊子等の該当箇所

（研究科概要、入学者選抜要項、ウェブサイト等）  
□開設授業科目一覧（様式１） 

□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等）  
□授業科目名、単位数、配当年次、必修・選択必修・選択科目等の分類、履修要件が

把握できる資料（研究科規程、履修要項、シラバス、授業科目表、研究科概要、ウ

ェブサイト等）  
 

２－１－５：重点基準  

基準２－１－３（１）に定める法律基本科目については、次の各号に掲げる単位数の

授業科目を必修科目として開設することを標準とし、標準単位数を超えて必修科目又は

選択必修科目を開設する場合には、８単位増をもって必修総単位数の上限とする。ただ

し、法学未修者については、１年次及び２年次に配当される法律基本科目の中から、別

に１０単位を限度として必修又は選択必修とすることができる。 

 

（１）公法系科目（憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。）     １０単位 

 

（２）民事系科目（民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。）３２単位 

 

（３）刑事系科目（刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。）   １２単位  

 

解釈指針２－１－５－１ 

４年を超える標準修業年限を定める場合には、基準２－１－５において「法学未修者に

ついては、１年次及び２年次」とあるのは、「法学未修者については、１年次から３年次

まで」と読み替えるものとする。 

 

解釈指針２－１－５－２ 

法律基本科目において、（１）から（３）までの系に明確に区分できない授業科目につ

いては、主たる内容が属する法分野にしたがい、各系に区分整理するものとする。ただし、
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いずれか１つの系に区分整理することが困難な場合には、法律基本科目の中で上記３つの

系とは別に整理するものとする。 

 

□開設授業科目一覧（様式１） 

□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等）  
□授業科目名、単位数、配当年次、必修・選択必修・選択科目等の分類、履修要件が

把握できる資料（研究科規程、履修要項、シラバス、授業科目表、研究科概要、ウ

ェブサイト等） 

 

２－１－６：重点基準  

（１）基準２－１－３（２）に定める法律実務基礎科目については、次に掲げる授業科

目が必修科目として開設されていること。  

ア 法曹としての責任感や倫理観を涵養することを内容とする授業科目（２単位） 

イ 要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基礎を内

容とする授業科目（２単位）  

ウ 事実認定に関する基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基礎を内容とする授業

科目（２単位）  

 

（２）（１）に掲げる必修科目６単位のほか、次に例示する内容の授業科目その他の法

曹としての技能及び責任等を修得させるために適切な内容を有する授業科目（（１）

に掲げる内容の授業科目を除く。）のうち、４単位相当が必修又は選択必修とされ

ていること。  

ア 模擬裁判  

（民事・刑事裁判過程の主要場面について、ロールプレイ等のシミュレー

ション方式によって学生に参加させ、裁判実務の基礎的技能を身に付けさ

せる教育内容）  

イ ローヤリング  

（依頼者との面接・相談・説得の技法や、交渉・調停・仲裁等の ADR（裁判

外紛争処理）の理論と実務を、ロールプレイをも取り入れて学ばせ、法律

実務の基礎的技能を修得させる教育内容）  

ウ クリニック  

（弁護士の指導監督のもとに、法律相談、事件内容の予備的聴き取り、事

案の整理、関係法令の調査、解決案の検討等を具体的事例に則して学ばせ

る教育内容）  

エ エクスターンシップ  

（法律事務所、企業法務部、官公庁法務部門等で行う研修）  

オ 公法系訴訟実務の基礎を内容とする授業科目  

（行政訴訟を中心とする公法系の諸問題を含む訴訟について、公法系の法

律基本科目の学修を踏まえつつ、紛争や訴訟の現場を意識させるための各

種の書面を作成させ、種々の理論的問題、技術的問題が訴訟実務において

どのように現れるかを模擬的に理解することを通じて、公法系訴訟実務の

基礎を修得させる教育内容）  

 

（３）（１）アについては、「法曹倫理」などの授業科目名で独立の授業科目として開

設されていること。また、他の授業科目の授業においても、法曹倫理に留意した教

育が行われていること。  
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（４）次に掲げる教育内容について指導が行われていること。ただし、これらの指導の

ために授業科目を開設し、単位を認定することは要しない。  

ア 法情報調査  

（法令、判例及び学説等の検索、並びに判例の意義及び読み方の学習等、法

学を学ぶ上で必要な法情報の調査・分析に関する技法を修得させる教育内

容）  

イ 法文書作成  

（契約書・遺言書、法律意見書・調査報告書又は起訴状・訴状・準備書面及

びこれらの書面を作成する基礎資料となる文書等実務的な文書の作成の基

本的技能を、添削指導等により修得させる教育内容）  

 

解釈指針２－１－６－１ 

法律実務基礎科目の授業内容を定め、またそれを実施するについて、授業内容決定のた

めに協議をし、あるいは共同授業の実施をするなど、実務家教員と研究者教員が協力して

いることが必要である。 

 

解釈指針２－１－６－２ 

基準２－１－６（１）アについては、法曹三者（弁護士、裁判官、検察官）の法曹倫理

すべてを考慮した内容が含まれている必要がある。 

 

解釈指針２－１－６－３ 

基準２－１－６（４）ア及びイに掲げる教育内容については、すべての学生に対して指

導がされている必要がある。 

 

□開設授業科目一覧（様式１） 

□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等）  
□授業科目名、単位数、配当年次、必修・選択必修・選択科目等の分類、履修要件が

把握できる資料（研究科規程、履修要項、シラバス、授業科目表、研究科概要、ウ

ェブサイト等）  
□法情報調査及び法文書作成の教育内容について指導が行われていることが把握で

きる資料（履修要項、シラバス、レジュメのほか、ガイダンスで指導している場合

はガイダンスの案内及び配付資料など、ガイダンスの対象者、指導内容等が把握で

きる資料）  

 

２－１－７  

基準２－１－３（３）に定める基礎法学・隣接科目については、学生がそれぞれの

関心に応じて効果的な履修を行うために十分な数の授業科目が開設されていること。 

 

□開設授業科目一覧（様式１） 

□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等）  
□授業科目名、単位数、配当年次、必修・選択必修・選択科目等の分類、履修要件が

把握できる資料（研究科規程、履修要項、シラバス、授業科目表、研究科概要、ウ

ェブサイト等）  
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２－１－８  

基準２－１－３（４）に定める展開・先端科目については、各法科大学院の養成し

ようとする法曹像に適った内容を有する十分な数の授業科目が開設されていること。 

 

解釈指針２－１－８－１ 

展開・先端科目は、多様な内容の授業科目が開設されており、学生が多様な分野の科目

の履修をすることができるようにされている必要がある。 

 

□開設授業科目一覧（様式１） 

□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等）  
□授業科目名、単位数、配当年次、必修・選択必修・選択科目等の分類、履修要件が

把握できる資料（研究科規程、履修要項、シラバス、授業科目表、研究科概要、ウ

ェブサイト等） 

 

２－１－９：重点基準  

各授業科目における授業時間等が、単位数との関係において、大学設置基準第２１

条から第２３条までの規定に照らして適切に設定されていること。 

 

□休講となった授業科目における補講等の措置が講じられていることが把握できる資料 

□開設授業科目一覧（様式１） 

□授業科目の実施計画及び授業内容が記載された資料（シラバス等）  
□１単位あたりの授業時間数や授業期間等が明示された資料（研究科規則、履修要項、

授業時間割表、学年暦等） 

 
 

第３章 教育方法 

 

３－１ 授業を行う学生数 

 

３－１－１  

法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行

われなければならないことが基本であることに鑑み、一の授業科目について同時に授

業を行う学生数が、この観点から適切な規模に維持されていること。  

 

解釈指針３－１－１－１ 

法科大学院においては、すべての授業科目について、当該授業科目の性質及び教育課程

上の位置付けに鑑みて、基準３－１－１に適合する数の学生に対して授業が行われている

ことが必要である。（なお、適切な授業方法については解釈指針３－２－１－３を参照。） 
 

解釈指針３－１－１－２ 

基準３－１－１にいう「学生数」とは、実際に当該授業科目を履修する者全員の数を指

し、次の各号に掲げる者を含む。 

（１）当該授業科目を再履修している者。 

（２）当該授業科目の履修を認められている他専攻の学生、他研究科の学生（以下、合

わせて「他専攻等の学生」という。）及び科目等履修生。  
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解釈指針３－１－１－３ 

基準３－１－１に適合する学生数が維持されるための措置として、他専攻等の学生又は

科目等履修生による法科大学院の授業科目の履修は、当該授業科目の性質等に照らして適

切な場合に限られていることが必要である。  
 

□開設授業科目一覧（様式１） 

□他専攻等の学生による法科大学院の授業科目の履修に関する取扱いについて定めた規

則 

□科目等履修生の取扱いについて定めた規則  

 

３－１－２  

法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、５０人を標準とすること。 

 

解釈指針３－１－２－１ 

法律基本科目について同時に授業を行う学生数が、７５人を超えている場合は、原則と

して、「標準」の範囲内にあるといえない。 

７５人を超える場合には、超えるに至った事情及びそれを将来的に是正する措置が明ら

かにされているとともに、当該授業科目の授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸

条件に照らして、双方向的又は多方向的な密度の高い教育を行うことが妨げられないため

の具体的な措置が講じられていることが必要である。（解釈指針３－２－１－３及び解釈

指針３－２－１－４を参照。） 

 

□開設授業科目一覧（様式１） 

 

 

３－２ 授業の方法 

 

３－２－１  

法科大学院における授業の実施に当たっては、次の各号を満たしていること。 

 

（１）専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的思考力、

事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議

論の能力その他の法曹として必要な能力を育成するために、授業科目の性質に応じ

た適切な方法がとられていること。  

 

（２）当該授業科目において設定されている到達目標の内容が学生に示され、それを

踏まえて、授業の進行及び自習の指示等がされ、学生が当該教育を受ければ到達目

標を達成できるものであること。  

 

（３）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基

準と方法があらかじめ学生に周知されていること。  

 

（４）授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実させるた

めの措置が講じられていること。  

 

解釈指針３－２－１－１ 

「専門的な法知識」とは、当該授業科目において法曹として一般に必要と考えられる水

準及び範囲の法知識をいう。  
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解釈指針３－２－１－２ 

「批判的検討能力、創造的思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必

要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力」とは、具体的事例

や新たな事例に的確に対応することのできる能力をいう。  
 

解釈指針３－２－１－３ 

「授業科目の性質に応じた適切な方法」とは、各授業科目の目的を効果的に達成するた

め、少人数による双方向的又は多方向的な討論（教員と学生の間、又は学生相互の間にお

いて、質疑応答や討論が行われていることをいう。）、現地調査、事例研究その他の方法

であって、適切な教材等を用いて行われるものをいう。 

 
解釈指針３－２－１－４ 

法律基本科目については、とりわけ双方向的又は多方向的な討論を通じた授業が確実に

実施されることが求められる。ただし、法学未修者１年次の授業科目においては、法学の

知識や法的思考力等の基礎・基本の徹底を図るため、講義形式を中心とする授業方法によ

る可能性を含めて、法学を全く学んでいない者、法学の基礎的な学識が備わっていない者

が対象となることに鑑みた授業方法の工夫が図られていることが必要である。  
 

解釈指針３－２－１－５ 

法科大学院の授業においては、試験での解答の作成方法に傾斜した技術的教育や、理解

を伴わない断片的な知識の機械的な暗記をさせる教育など受験技術優先の指導に偏した

教育を実施することは適切でない。  
 

解釈指針３－２－１－６ 

法律実務基礎科目については、次の各号に掲げる事項が確保されていることが必要であ

る。  
（１）クリニック及びエクスターンシップにおいては、参加学生による関連法令の遵守の

確保のほか、守秘義務等に関する適切な指導監督が行われていること。  
（２）エクスターンシップにおいては、法科大学院の教員が、研修先の実務指導者との間

の連絡を踏まえて研修学生を適切に指導監督し、かつ、成績評価や単位認定等に責任

をもつ体制が整備されていること。  
 

解釈指針３－２－１－７ 

学生が事前事後の学習を効果的に行うための適切な具体的措置として、例えば次の各号

に掲げるものが考えられる。 

（１）授業時間割が学生の自習時間を十分に考慮して作成されていること。  
（２）適切な教科書や補助教材が使用されていること。 

（３）関係資料が配布され、予習事項等が事前に周知されていること。 

（４）予習及び復習に関して、教員による適切な指示がされていること。 

（５）授業時間外の自習が可能となるよう、基準１０－１－１に適合する自習室、その他

必要とされる設備、機器及び図書等が備えられていること。  
 
解釈指針３－２－１－８ 

集中講義を実施する場合には、その授業の履修に際して授業時間外の事前事後の学習に

必要な時間が十分に確保される必要があり、同一の授業科目の履修が短期に集中したり、

複数の授業科目を同時期に履修したり、授業終了の直後に試験が実施されたりしないよ

う、その実施の時期、授業時間割及び試験日の設定等について配慮されていることが必要

である。  
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□開設授業科目一覧（様式１） 

□授業科目の実施計画、授業内容及び使用教材が記載された資料（シラバス等）  
□到達目標を踏まえ、授業で直接取り上げない事項について適切に学習指導が実施

されていることが把握できる資料  
□エクスターンシップ及びクリニックについて、実施要項、受入先、実施状況等が

把握できる資料  
□エクスターンシップ及びクリニックについて、関連法令の遵守、守秘義務及び報

酬に関する誓約書、研修先と交わした協定書、又は事前のガイダンスの内容が把

握できる資料 

□エクスターンシップについて、法科大学院の教員による指導監督及び成績評価に

関する責任体制が把握できる資料（研修先と交わした協定書、実施要項、成績報

告書等） 

□授業時間割表 

□予習及び復習に関して、教員から指示がなされていることを示す資料（履修要項、

シラバス、レジュメ、掲示物等） 

□施設、設備及び図書の状況を示す資料（施設見取図、設備一覧、図書一覧等） 

□学生の学修に関する支援体制が把握できる資料（クラス担任制度の概要、ＴＡの

活用状況、オフィスアワー一覧等） 

□集中講義について、評価実施前年度及び評価実施年度分の詳細（開講時期、総開

講数、学生の履修状況、講義日程・時間割、試験の実施日等）が把握できる資料 

 

 

３－３ 履修科目登録単位数の上限 

 

３－３－１：重点基準  

法科大学院における各年次における履修登録可能な単位数の上限が以下の各号を満

たしていること。 

 

（１）最終年次を除く各年次においては、３６単位を原則とし、これを超える単位数

が設定されている場合には、その理由が合理的なものであることが明らかにされ

ている必要がある。ただし、次の各号に掲げる授業科目については、３６単位と

は別にそれぞれの単位を限度として履修登録させることができる。 

ア 法学未修者１年次及び２年次に配当される基準２－１－３（１）に定める法

律基本科目に当たる授業科目                   ８単位 

イ 基準４－２－１（１）ウに定める者の認定において、法学未修者１年次に配

当される授業科目のうち履修免除の対象とならない授業科目及び法律科目試験

で合格点に達せず履修免除されなかった授業科目          ６単位 

 

（２）（１）のただし書にかかわらず、いずれの年次においても、４４単位を超える

単位数の設定はすることができない。 

 

解釈指針３－３－１－１ 

基準３－３－１にいう「単位数」には、通常の授業時期以外に実施する集中講義、実習、

リサーチ・ペーパー等の授業科目に係る単位数をも含む。  
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解釈指針３－３－１－２ 

基準３－３－１にいう「その理由が合理的なものであること」とは、その超える単位が

エクスターンシップやクリニックなど実習の授業科目に限定されているなど授業科目の

性質上学生の事前事後の学習に大きな負担とならない場合をいう。ただし、３６単位を超

える単位数は必要最小限度のものであることが必要であり、その単位数が４単位を超える

ときは、合理的な理由があるとは認められない。 

 

解釈指針３－３－１－３ 

基準３－３－１（１）ただし書アにいう「法学未修者１年次及び２年次に配当される基

準２－１－３（１）に定める法律基本科目に当たる授業科目」には、法学未修者２年次に

おいて１年次に配当された法律基本科目の授業科目を再履修する場合は含まれない。この

場合において、当該授業科目は、解釈指針３－３－１－４第１項ただし書の４単位に含ま

れうるものとする。 

 

解釈指針３－３－１－４ 

基準３－３－１（１）に定める履修登録可能な単位数は、原級留置となった場合の再履

修科目単位数及び基準４－２－１（１）アにしたがって履修の認められる授業科目単位数

を含む。ただし、進級が認められた場合の再履修科目単位については、４単位を限度とし

て、履修登録可能な単位数に算入しないものとすることができる。  
基準３－３－１（２）に定める履修登録可能な単位数は、再履修科目単位数及び基準４

－２－１（１）アにしたがって履修の認められる授業科目単位数を含む。  
 

解釈指針３－３－１－５ 

研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、３年を超える標準修業年限を定める場合

には、基準３－３－１の定める単位数の上限は、以下によって定まる。  
（１）基準３－３－１（１）において「３６単位」とあるのは、「３６を当該標準修業年

限数で除した数に３を乗じて算出される数の単位」と読み替えるものとする。  
（２）基準３－３－１（１）ただし書アの科目の８単位については、法学未修者１年次又

は２年次の科目６単位以上及び同３年次の科目２単位以下に振り分けることを妨げ

ない。  
（３）基準３－３－１（２）において「４４単位」とあるのは、「４４を当該標準修業年

限数で除した数に３を乗じて算出される数の単位」と読み替えるものとする。  
 

□履修科目登録可能な単位数の上限について定めた規則等 

□長期履修制度の内容が把握できる資料（研究科規則、履修要項、長期履修計画書

等） 

 

 

第４章 成績評価及び修了認定 

 

４－１ 成績評価 

 

４－１－１：重点基準  

学修の成果に係る評価（以下「成績評価」という。）が、次の各号を満たしているこ

と。 

 

（１）成績評価が、各授業科目において適切に設定された達成度に照らして、学生の

能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして行われていること。 
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（２）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に周知されていること。 

 

（３）成績評価の基準にしたがって成績評価が行われていること。 

 

（４）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されていること。 

 

（５）期末試験を実施する場合には、実施方法についても適切に配慮されていること。 

 

（６）再試験又は追試験を実施する場合には、受験者が不当に利益又は不利益を受け

ることのないよう特に配慮されていること。 

 

（７）期末試験において筆記試験を実施しない場合には、筆記試験を実施せずに成績

評価を行うことが授業科目の性質に照らして適切であるとする理由が明らかにさ

れていること。 

 

解釈指針４－１－１－１ 

基準４－１－１にいう各授業科目における「達成度」は、当該法科大学院の設定する到

達目標を踏まえ、各学年、配当学期及び各授業科目の性質にしたがい、また将来法曹とな

るに必要な基本的学識を考慮して、適切に設定されていることが必要である。 

 

解釈指針４－１－１－２ 

（１）基準４－１－１（２）にいう「成績評価の基準」については、成績のランク分け、

各ランクの分布の在り方に関する法科大学院としての一般的な方針が設定され、か

つ、各授業科目における成績評価の考慮要素があらかじめ明確に示されていることが

必要である。ただし、授業科目の性質に照らして、これによることができない場合は、

この限りでない。  
（２）絶対評価方式を採る場合にあっては、授業科目間において評価の尺度が共通してお

り、また、教員間において尺度の設定に関する認識が共有されていることが必要であ

る。  
 

解釈指針４－１－１－３ 

基準４－１－１（３）に関して、次の各号に掲げる措置又はこれに準ずる措置が講じら

れていることが必要である。 

（１）成績評価について説明を希望する学生に対して説明する機会が設けられていること。 
（２）各授業科目の成績評価に関するデータ（履修者数、合格率、成績分布等）が法科大

学院の教員間で共有されていること。  
 

解釈指針４－１－１－４ 

基準４－１－１（４）にいう「必要な関連情報」には、成績分布に関するデータ（成績

の各ランクに学生が何人存在しているか、又はその割合を示すデータのことをいう。）及

び筆記試験やレポート課題等における成績評価の基準（筆記試験答案、レポート等を採点

する際に、どのような点について言及することが求められているのか等、採点のポイント

を示すものをいう。）を含む。 
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解釈指針４－１－１－５ 

基準４－１－１（６）にいう「再試験」とは、期末試験の成績を考慮要素に含めた成績

評価において合格とされなかった者に対して行われる試験をいう。また、「追試験」とは、

一定のやむを得ない事情により期末試験を受験することができなかった者に対して行われ

る試験をいう。  
 

解釈指針４－１－１－６ 

再試験を実施する場合には、期末試験における不合格者の救済措置ではないと認められ

る相当の理由が存在していることが必要である。  
 

解釈指針４－１－１－７ 

成績評価に当たり、レポート、平常点等の評価を行う際には、個々の学生の能力及び資

質を適正に評価していることが必要である。  
 

□成績のランク分け、各ランクの分布の在り方についての一般的な方針、成績評価

における考慮要素等について定めていることが把握できる資料（研究科規程、履

修要項、シラバス等）  
□成績評価について説明を希望する学生に対して説明する機会が設けられているこ

とが把握できる資料（履修要項等） 

□評価実施前年度に開講したすべての授業科目における成績分布の状況が把握でき

る資料（成績分布データ） 

□各授業科目の達成度を示した資料（シラバス等） 

□各授業科目における成績評価の考慮要素を示した資料（シラバス等）  
□各種試験（期末試験、再試験、追試験等）の実施要領、実施状況が把握できる資

料 

 

４－１－２  

一学年を終了するに当たって学修成果が一定水準に達しない学生に対し、次学年配

当の授業科目の履修を制限する制度（以下「進級制」という。）が原則として採用さ

れていること。 

 
解釈指針４－１－２－１ 

進級制を採用するに当たっては、各学年における達成度に照らして、対象学年、進級要件

（進級に必要な修得単位数及び成績内容）、原級留置の場合の取扱い（再履修を要する授業

科目の範囲）が適切に設定され、かつ、学生に周知されていることが必要である。 

 

解釈指針４－１－２－２ 

進級要件を定めるに当たっては、ＧＰＡ制度が導入され、かつ、厳格な成績評価による

単位認定に基づいた進級判定のために活用されていることが望ましい。 

 

解釈指針４－１－２－３ 

進級制を採用しない場合には、その理由が明らかにされるとともに、段階的学修を確保

するための具体的な措置が定められ、その措置について学生に周知されていることが必要

である。 
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□進級制の対象学年、進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容）、原級留置

の場合の取扱い（再履修を要する授業科目の範囲）など、進級制について定めた内

容が把握できる資料（研究科規則、履修要項等）  
□ＧＰＡ制度について定めた内容が把握できる資料（研究科規則、履修要項等） 

 

 

 

 

４－２ 修了認定及びその要件 

 

４－２－１：重点基準  

法科大学院の修了要件が、次の各号を満たしていること。 

 

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分

にあっては、当該標準修業年限）以上在籍し、９３単位以上を修得していること。  

この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる。  

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院（他の専攻を含む。）において履

修した授業科目について修得した単位を、３０単位を超えない範囲で、当該法科

大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと。  

 ただし、９３単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあって

は、その超える部分の単位数に限り３０単位を超えてみなすことができる。  

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大学院に入学する前に大学院にお

いて履修した授業科目について修得した単位を、アによる単位と合わせて３０単

位（アのただし書により３０単位を超えてみなす単位を除く。）を超えない範囲

で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと。 

 また、上記に定めるところにより、当該法科大学院に入学する前に修得した単

位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したも

のに限る。）を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該

単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、

当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、１年を超えない範囲で当該

法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。  

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める

者（以下「法学既修者」という。）に関して、１年を超えない範囲で当該法科大

学院が認める期間在学し、アとイによる単位と合わせて３０単位（アのただし書

により３０単位を超えてみなす単位を除く。）を超えない範囲で当該法科大学院

が認める単位を修得したものとみなすこと。  

 ただし、９３単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあって

は、その超える部分の単位数に限り３０単位を超えてみなすことができる。  

 

（２）次のアからカまでに定める授業科目につき、それぞれアからカまでに定める単位

数以上を修得していること。ただし、３年未満の在学期間での修了を認める場合に

は、当該法科大学院において、アからウまでに定める授業科目について合計１８単

位以上並びにエからカに定める授業科目についてそれぞれエからカに定める単位数

以上を修得していること。  

なお、入学時に既に十分な実務経験を有する者であって、当該法科大学院にお

いて実務経験等を評価した上で適当と認められる場合には、カに属する授業科目

のうち当該実務経験等に相当すると認められるものに代えて法律基本科目の履修

を認め、これによる単位数をカに定める単位数に算入することができる（算入す

ることのできる単位数は４単位を上限とする。）。  
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ア 公法系科目       ８単位  

イ 民事系科目      ２４単位  

ウ 刑事系科目      １０単位  

エ 法律実務基礎科目   １０単位  

オ 基礎法学・隣接科目   ４単位  

カ 展開・先端科目    １２単位  

 

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、３１単位以上修得していること（なお、（２）

においてカに算入した法律基本科目の単位数は、この号に関する限り、展開・先端

科目の単位数と読み替える。）。  
 

解釈指針４－２－１－１ 

基準４－２－１（１）ウのただし書に定める単位数は、基準２－１－５のただし書によ

る単位数に限るものとする。 

 

解釈指針４－２－１－２ 

法科大学院の修了判定に当たっては、ＧＰＡ制度が導入され、かつ、到達目標の達成度

を評価するものとして活用されていることが望ましい。 

 

解釈指針４－２－１－３ 

基準４－２－１（２）の「十分な実務経験」とは、例えば、租税法等について租税関係

業務、特許法について特許関係業務、信託法について信託関係業務等、展開的・先端的な

法領域に関する業務についての専門的実務経験であって、展開・先端科目を当該法科大学

院において履修し単位取得したのと同程度と判断できるものをいう。 

 

解釈指針４－２－１－４ 

基準４－２－１（２）にいう「実務経験等を評価した上で適当と認められるもの」につ

いて認められる法律基本科目の履修は、法律基本科目の選択必修科目又は選択科目に限ら

れる。 

 

解釈指針４－２－１－５ 

当該法科大学院が基準４－２－１（２）にいう「カに定める単位数」に算入することの

できる単位数を認定するに当たっては、当該法科大学院における展開・先端科目に属する

各授業科目を履修した場合に取得することのできる単位数に照らして、対象となる学生の

実務経験を評価し、適正に判断することが必要である。 

 

□修了に必要な修得単位数など、修了要件、修了認定について定めた規則 

□他の機関において修得した授業科目の単位認定について定めた規則 

□他の機関において修得した授業科目の内容が把握できる資料（シラバス等）  
□ＧＰＡ制度について定めた内容が把握できる資料（研究科規則、履修要項等）  
□十分な実務経験を有する者に認める法律基本科目の履修について定めた規則 

 

４－２－２  

修了の認定に必要な修得単位数は、１０２単位が上限とされていること。ただし、

基準２－１－５のただし書による単位数については、１０２単位の上限を超えること

ができる。 

 

□修了に必要な修得単位数など、修了要件、修了認定について定めた規則 
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４－３ 法学既修者の認定 

 

４－３－１：重点基準  

法科大学院が、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者

であると認める（法学既修者として認定する）に当たっては、適切に法律科目試験が実

施されるとともに、その他の教育上適切な方法がとられていること。 

 

解釈指針４－３－１－１ 

「適切な法律科目試験の実施及びその他の教育上適切な方法」とは、基準４－２－１

（１）ウの趣旨に照らし当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有す

るか否かを判定するために適切な方法であって、法科大学院の入学者選抜における「公平

性」、「開放性」、「多様性」の確保の要請に適合するものであることをいう。 

 

解釈指針４－３－１－２ 

法律科目試験については、各試験科目について最低基準点を設定するなど、法学既修者

として十分な能力を備えた者のみを合格させ、あるいは法学既修者として認定する措置を

講じていることが必要である。 

 
解釈指針４－３－１－３ 

当該法科大学院が法学既修者として認定した者について履修免除が認められる法律基本

科目は、法律科目試験の対象となった分野に対応する授業科目に限られていることが必要

である。 

 

 

解釈指針４－３－１－４ 

（１）法学既修者としての認定は、法学未修者１年次に配当される必修の法律基本科目す

べての単位を一括して免除する方法で行われていることが必要である。この場合にお

いて、履修免除単位数が２０単位を下回らない範囲で次に掲げる取扱いをすることが

できる。  
ア 教育上有益と認められる場合、一括して免除されるべき単位数の中から６単位を

限度として、履修免除単位数を減少させることができる。  
イ 法学未修者１年次に配当される必修の法律基本科目の一部について、２年次以降

に履修することを前提に、法律科目試験の出題範囲に含めず、履修免除を行わない

ものとすることができる。  
（２）飛び入学制度を活用して法学既修者認定試験を実施する場合において、法学未修者

１年次に配当される必修の法律基本科目の履修免除は、履修免除単位数が２０単位を

下回らない範囲で次の方法で行われていることが必要である。  
ア 法学既修者認定試験において法学未修者１年次に配当される必修の法律基本科目

すべてについて法律科目試験を実施する場合には、履修免除は、法学未修者１年次

に配当される必修の法律基本科目すべての単位を一括して免除する方法で行われて

いることが必要である。この場合には、（１）アに定めた取扱いをすることができ

る。  
イ 法学既修者認定試験において法学未修者１年次に配当される必修の法律基本科目

の一部について試験を実施する場合には、履修免除は、法律科目試験を実施した法

律基本科目すべての単位を一括して免除することが必要である。この場合において、

法学未修者１年次に配当される必修の法律基本科目のうち法律科目試験を実施しな

かったものについては、法学既修者として認定した者に対して、入学までに当該科

目の試験を実施し、これに合格した者に対して当該科目の履修免除を行うことがで

きる。  
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（３）法学既修者であることを理由とする履修免除は、必修の法律基本科目に限って行わ

れていることが必要である。  
 

解釈指針４－３－１－５ 

法律科目試験の実施に当たっては、当該法科大学院を置く大学出身の受験者と他の受験

者との間で、出題及び採点において、公平を保つことができるような措置が講じられてい

ることが必要である。 

 
解釈指針４－３－１－６ 

学生が入学する法科大学院以外の機関が実施する法律科目試験の結果を考慮して、法学

既修者としての認定を行うに当たり、当該機関が実施する法律科目試験をもって当該法科

大学院の法律科目試験の試験に代えることは認められない。 

 

解釈指針４－３－１－７ 

当該法科大学院が法学既修者として認定した者について認める在学期間の短縮が、修得

したものとみなされる単位数との関係を適切に考慮したものとなっていることが必要であ

る。 

 

□法学既修者の認定について定めた規則 

□法律科目試験の問題 

□入学者選抜要項 

□入試説明会の配布資料、入試情報が掲載されたウェブサイトの該当箇所 

 

 

第５章 教育内容等の改善措置  
 

５－１ 教育内容等の改善措置 

 

５－１－１  

教育の内容・方法等の改善を図るための研修及び研究が、組織的かつ継続的に行わ

れていること。  

 

解釈指針５－１－１－１ 

「教育の内容・方法等の改善」の対象として、例えば、次の各号に掲げるものが考えら

れる。 

（１）教育内容に関わるものとして、科目区分を意識したシラバスと授業の内容、学生の

理解度や習熟度に配慮した授業の内容、授業科目間の連携及び授業内容の相互調整、

理論的教育と実務的教育の架橋を図る授業内容等。  
（２）教育方法に関わるものとして、双方向的又は多方向的な密度の高い教育を実施する

ための、適正な規模のクラス編成、授業の進め方やその形態の工夫、学生に対する発

問や質疑への対応の仕方、学生相互間の討論を導き出す工夫、予習復習に関する適切

な指示、授業で使用する教材や配付資料の選定等。  
（３）成績評価基準の内容、成績評価の厳格な実施等。 

（４）学生に対する教育指導に関する教員の資質能力の向上等。 

 

解釈指針５－１－１－２ 

「研修及び研究」として、例えば次の各号に掲げるものが考えられる。  
（１）教育の内容及び方法に対する学生（修了者を含む。）、同僚教員、外部者等の評価

を受けて行う教員相互の討議。  
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（２）国内外の専門家を交えた講演会、研修会、シンポジウム等の開催。  
（３）国内外の大学や研究所等における教育の内容及び方法に関する情報や研究成果の集

積・活用。  
 

解釈指針５－１－１－３ 

「研修及び研究」を行うに当たって配慮すべき事項として、例えば次の各号に掲げるも

のが考えられる。  
（１）研究者教員のうち、実務上の知見が不足すると認められる者については、担当する

授業科目に関連する実務上の知見を補完する機会を得させ、また実務家教員のうち、

教育上の経験が不足すると認められる者については、これを補うための教育研修の機

会を得させること。 

（２）カリキュラムの効果的な実施のために、教員相互の連携が特に求められている授

業科目（複数のクラスを異なる教員が担当する授業科目、実務家教員と研究者教員

との連携が求められる法律実務基礎科目等）については、授業内容の決定、カリキ

ュラム作成時の協議等、教員が相互に連携する機会を十分に確保すること。 

 

解釈指針５－１－１－４ 

「組織的かつ継続的に行われていること」とは、法科大学院内に教育内容等の改善に関す

る組織が設置され、当該組織が収集管理する情報に基づき、改善すべき項目及びその方法に

関する方針が決定され、改善に結びつける取組が法科大学院として継続的に実施されている

ことをいう。 

 

□ファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）に関する委員会組織

の関係図等、役割と責任が把握できる資料（委員会規則等） 

□ＦＤに関する委員会の開催状況・内容、研修会及び講演会の実施状況・内容が把握

できる資料（委員会の議事要旨、配付資料、参加状況、実施状況一覧、研修会や講

演会の開催案内、配付資料、参加状況、実施状況一覧等）  
□授業評価アンケートを行っている場合、そのデータ等（アンケートの内容、実施方

法、回収率、集計結果、改善措置等）  
□学生投書箱、意見箱、要望ボックス等に寄せられた意見、意見への対応、制度の活

用状況が把握できる資料 

 

 

第６章 入学者選抜等 

 

６－１ 入学者受入 

 

６－１－１  

法科大学院は、公平性、開放性及び多様性の確保を前提として、各法科大学院の教

育の理念及び目標に照らして、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を設定

していること。 

 

□アドミッション・ポリシーが周知されたことが把握できる資料（入学者選抜要項等

の刊行物やウェブサイト等） 

□入試説明会等の開催状況（日時、場所等）が把握できる資料（実施状況一覧、参加

状況及び配布資料等） 
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６－１－２  

法科大学院には、入学者の適性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係る業務

（法学既修者の認定に係る業務を含む。）を行うための責任ある体制が整備されてい

ること。 

 

□入学者選抜の実施体制について把握できる資料（委員会の所掌事項を定めた組織

図、入試委員会規程等） 

 

６－１－３  

各法科大学院の入学者受入方針に照らして、入学者選抜における公平性及び開放

性が確保されていること。 

 

解釈指針６－１－３－１ 

入学者選抜における公平性及び開放性を確保するため、次の各号に掲げる取組が行われ

ていることが必要である。 

（１）入学者選抜において、当該法科大学院を置く大学の主として法学を履修する学科又

は課程等に在学、又は卒業した者（以下「自校出身者」という。）について優先枠を

設けるなどの優遇措置を講じていないこと。入学者に占める自校出身者の割合が著し

く高い場合には、それが公平性、開放性及び多様性の確保に反する措置によるもので

ないこと。 

（２）入学者に対して法科大学院への寄附等の募集を行う場合には、その開始時期は入学

後とし、それ以前にあっては募集の予告にとどめていること。 

（３）身体に障害のある者に対して、等しく受験の機会を確保し、障害の種類や程度に応

じた特別措置や組織的対応を工夫するよう努めていること。 

 

□入学者選抜要項 

□入学資格を示す資料（研究科規則等）  
□入学試験問題 

□学生数の状況（様式２－１）  
□入試説明会における配布資料、入試情報が掲載されたウェブサイトの該当箇所  
□寄附について定めた規則、実際の募集状況が把握できる資料  
□身体に障害のある者に対する特別措置や組織的対応（予定を含む。）が把握でき

る資料 

 

６－１－４：重点基準  

入学者選抜に当たっては、法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の

適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されていること。  
 

解釈指針６－１－４－１ 

入学者選抜に当たっては、文部科学省が策定する「法科大学院法学未修者等選抜ガイド

ライン」に即して実施するとともに、法科大学院における履修の前提として要求される判

断力、思考力、分析力及び表現力等が、適確かつ客観的に評価されていることが必要であ

る。 

 

解釈指針６－１－４－２ 

法学未修者に対して、法律学の知識及び能力の到達度を測ることができる試験（法学検

定試験等）の結果を加点事由とすることは適切ではない。 
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解釈指針６－１－４－３ 

法学既修者の入試科目及び出題範囲は､原則として､法学未修者コース１年次教育の科目

及び範囲と等しいことが求められる。 

法学既修者の入学試験において、学部３年次生の受験を認めるいわゆる飛び入学のため

の試験を実施する場合には、入学後に十分な学修を期待することができる適性及び能力を

もつ者であることを、学部における成績などもあわせて考慮して、適確に判定することが

求められる。 

 

□入学者選抜要項 

□入学試験問題 

 

６－１－５  

入学者選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めて

いること。 

 

解釈指針６－１－５－１ 

多様性を確保するため、入学者選抜において、次の各号に掲げる措置が講じられている

ことが必要である。 

（１）大学等の在学者については、学業成績のほか、多様な学識及び課外活動等の実績を

適切に評価するよう努めていること。 

（２）実務等の経験を有する者については、多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価

するよう努めていること。 

 

□入学者選抜要項 

□学生数の状況、当該法科大学院における実務等の経験を有する者及び他学部出身

者の定義を明示した資料（様式２－１） 

□多様な知識又は経験を有する者が入学していることが把握できる資料  
 

 

 

 

６－２ 収容定員及び在籍者数等 

 

６－２－１  

法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回ることのないよう努めているこ

と。また、在籍者数が収容定員を上回った場合には、この状態が恒常的なものとなら

ないための措置が講じられていること。 

 

解釈指針６－２－１－１ 

「収容定員」とは、入学定員の３倍の数をいう。また、「在籍者」には、原級留置者及び休

学者を含む。なお、年度ごとに入学定員が異なる場合は、直近３か年分の総和をもって収容定

員とする。 

 

□学生数の状況（様式２－１） 

□在籍者数が収容定員を上回った状態が恒常的なものとならないための措置を講じ

ていることが把握できる資料（会議資料、議事要旨等）  
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６－２－２  

入学者受入において、所定の入学定員と著しく乖離していないこと。 

 

解釈指針６－２－２－１ 

入学者受入において、所定の入学定員と乖離しないよう必要な措置が講じられている必要が

ある。 

 

解釈指針６－２－２－２ 

５年の評価期間中において、評価実施年度における入学定員充足率が５０％を下回っており、

かつ、他の４年間において入学定員充足率が５０％を下回る年度が２回以上あった場合には、

原則として、所定の入学定員と著しく乖離していないとはいえない。ただし、基準に適合して

いるか否かの最終的な判断は、夜間開講や地域性等の個別の事情を勘案して行う。 

 

解釈指針６－２－２－３ 

双方向的又は多方向的な授業を効果的かつ継続的に実施するため、入学者数が原則として１

０人を下回らないこと。ただし、基準に適合しているか否かの最終的な判断は、夜間開講や地

域性等の個別の事情を勘案して行う。 

 

□学生数の状況（様式２－１） 

□入学者数が入学定員と乖離しないよう努めていることが把握できる資料（会議資

料、議事要旨等） 

 

６－２－３：重点基準  

在籍者数、入学者選抜における競争倍率、専任教員数、修了者の進路及び活動状況

等を総合的に考慮し、入学定員の見直しを含む入学者選抜の改善への取組が適宜行わ

れていること。 

 

解釈指針６－２－３－１ 

「入学者選抜における競争倍率」とは、合格者数に対する受験者数の割合をいう。 

 

解釈指針６－２－３－２ 

入学者選抜における選抜機能を十分に働かせるため、入学者選抜における競争倍率は、

原則として２倍を下回らないことが必要である。 

なお、５年の評価期間中において、評価実施年度に入学者選抜における競争倍率が２倍

を下回っており、かつ、他の４年間において入学者選抜における競争倍率が２倍を下回る

年度が２回以上あった場合には、十分な競争倍率に達しているとはいえない。 

 

 

 

□学生数の状況（様式２－１）  
□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

□科目別専任教員数一覧（様式４）  
□修了者の進路及び活動状況（司法試験の合格状況及び法曹としての活動状況、並び

に企業及び官公庁その他専門的な法律知識等を必要とする職域への進路及び活動

状況）が把握できる資料 

□司法試験の合格状況（様式２－２） 

□入学者選抜の改善への取組を行っていることが把握できる資料（会議資料、議事要

旨等） 
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第７章 学生の支援体制 

 

７－１ 学習支援 

 

７－１－１  

各法科大学院の教育の理念及び目標に照らして、学生が課程の履修に専念して教育

課程上の成果を上げることができるよう、学習支援の体制が十分に整備されているこ

と。 

 

解釈指針７－１－１－１ 

「学習支援」として、ガイダンス及び個別に学生に対して行う履修指導・学習相談・各

種の助言等が適切に行われていることが必要である。また､導入ガイダンスや事前学習会等

を入学前に実施する場合には基準７－１－１にいう「学習支援」に含まれる。 

 

解釈指針７－１－１－２ 

「学習支援」として、入学時に、次の各号に掲げる配慮がされていることが必要である。 

（１）法科大学院における教育への導入として、入学当初から効果的な学習を行うための

配慮がされていること。 

（２）法学未修者に対しては、１年次に配当される法律基本科目の学習を適切に行うため

の特段の配慮がされていること。 

 

解釈指針７－１－１－３ 

「学習支援」として、オフィスアワーが設けられている場合には、それを有効に活用で

きるよう、学生に対して各教員のオフィスアワーの日時、場所及び面談の予約の方法等が

周知されていることが必要である。また、オフィスアワーが設けられていない場合であっ

ても、教員と学生とのコミュニケーションを十分に図ることができるような措置が講じら

れていることが必要である。 

 

解釈指針７－１－１－４ 

「学習支援の体制」として、チューター、ティーチング・アシスタント、法曹関係者に

よるアドバイザー等の各種教育補助者（事務職員及び図書館職員を除く。）による学習支

援体制の整備に努めていることが必要である。 

 

解釈指針７－１－１－５ 

解釈指針７－１－１－４にいう各種教育補助者による学習支援において、試験での解答

の作成方法に傾斜した技術的教育や、理解を伴わない断片的な知識の機械的な暗記をさせ

る教育など受験技術優先の指導に偏した教育を実施することは適切でない。 
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□説明会、ガイダンス等の履修指導の実施状況が把握できる資料（開催案内、配付資

料、説明担当者、参加状況等）  
□履修指導、学習相談、各種の助言等の実施体制が把握できる資料（履修要項等） 

□オフィスアワーについて、各教員のオフィスアワーの日時、場所又は面談の予約の

方法等が明示された資料や周知状況が把握できる資料（利用案内、ウェブサイト等） 

□学生の学習支援の利用状況や具体的事例が把握できる資料 

□学習相談等のために整備された施設等に関する資料 

□学生投書箱、意見箱、要望ボックスなど学生の意見を汲み上げる制度が把握できる

資料  
□各種教育補助者による学習支援体制について定めた規則等 

 

 

７－２ 生活支援等 

 

７－２－１  

学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経済的支援

及び学生生活に関する支援体制の整備に努めていること。 

 

解釈指針７－２－１－１ 

「経済的支援」とは、入学料・授業料の減免及び徴収猶予のほか、奨学基金の設定、卒

業生等の募金による基金の設定、他の団体等が給付又は貸与する奨学金への応募の紹介等

の措置をいう。 

 

解釈指針７－２－１－２ 

「学生生活に関する支援体制の整備」とは、学生の健康相談、生活相談、各種ハラスメ

ント相談、メンタル・ケア、カウンセリング等を目的とした保健センター及び学生相談室

等を設置するなどの相談助言体制の整備をいう。 

 

□奨学金や教育ローン等の募集要項、規則、利用実績が把握できる資料 

□経済的支援及び学生生活に関する相談助言体制の整備状況、利用実績が把握できる

資料 

□各種ハラスメント等に対応するための体制が把握できる資料（組織規則、ガイドラ

イン等） 

□保健センター、学生相談室等の概要が把握できる資料 

 

 

７－３ 障害のある学生に対する支援 

 

７－３－１  

身体に障害のある学生に対して、次の各号に掲げる支援体制の整備に努めているこ

と。 

 

（１）修学のために必要な基本的な施設及び設備の整備充実。 

 

（２）修学上の支援、実習上の特別措置。 
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□障害のある学生に対して整備された施設及び設備の状況が把握できる資料 

□障害のある学生に対して行っている修学上の支援及び実習上の特別措置が把握で

きる資料 

□支援スタッフ（ノートテイカー等）の配置状況が把握できる資料 

 

 

７－４ 職業支援（キャリア支援） 

 

７－４－１  

学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に進路を

選択できるように、適切な相談窓口を設置するなどにより、必要な情報の収集・管理

・提供、ガイダンス、指導、助言に努めていること。 

 

□職業支援（キャリア支援）に関する情報を提供していることが把握できる資料（採

用案内等） 

□相談窓口の概要、相談員の配置状況、学生の利用状況等が把握できる資料 

□職業支援（キャリア支援）に関する体制が把握できる資料（委員会、センターの概

要、組織図等） 

□説明会、進路指導等の実施状況が把握できる資料（開催案内、配付資料、参加状況

等） 

 

 

第８章 教員組織 

 

８－１ 教員の資格及び評価  

 

８－１－１：重点基準  

研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれていること。  

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

 

８－１－２：重点基準  

基準８－１－１に定める教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当

する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員とし

て専攻ごとに置かれていること。 

 

（１）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者  

 

（２）専攻分野について、高度の技術・技能を有する者  

 

（３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者  

 

解釈指針８－１－２－１ 

基準８－１－２に規定する専任教員は、教育上支障を生じない場合には、一個の専攻に

限り、学部の専任教員又は修士課程、博士課程若しくは他の専門職学位課程を担当する教

員のうち基準８－１－２の資格を有する者がこれを兼ねることができる（修士課程、博士

課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。）又は他の専

門職学位課程の教員については、当該課程を廃止し、又は当該課程の収容定員を減じてそ
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の教員組織を基に専門職学位課程を設置する場合（専門職学位課程を廃止し、又は収容定

員を減じる場合にあっては、教育研究上の目的及び教育課程の編成に重要な変更がある場

合に限る。）であって、当該設置から５年を経過するまでの間に限る。）。 

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

 

８－１－３  

教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体

制が整備されていること。  

 

□教員の採用及び昇任について定めた規則 

 

 

８－２ 専任教員の配置及び構成 

 

８－２－１：重点基準  

法科大学院には、専攻ごとに、平成１１年文部省告示第１７５号の別表第一及び別

表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の１ .５倍の数（小数点以下の端

数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第２号、別表第一及び別表第二

に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数又は同告示の別表第三

に定める修士課程を担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員に４分の３を

乗じて算出される収容定員の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）

につき１人の専任教員を置いて算出される数のうちいずれか大きい方の数の専任教員

（以下「必置専任教員」という。）が置かれていること。  

 

解釈指針８－２－１－１ 

解釈指針８－１－２－１に規定する博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課

程における前期の課程を除く。）を担当する教員以外の専任教員を兼ねることのできる

者の数については、大学院設置基準第９条第１項の規定により修士課程に置くものとす

る専任教員の数までとする。 

 

解釈指針８－２－１－２ 

基準８－２－１により専攻ごとに置くものとされる必置専任教員の数の半数以上は、原

則として教授であることが必要である。 

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

□科目別専任教員数一覧（様式４） 

 

８－２－２：重点基準  

法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法）につ

いては、いずれも当該科目を適切に指導できる専任教員（専ら実務的側面を担当する

教員を除く。）が置かれていること。 

 

解釈指針８－２－２－１ 

専任教員の科目配置について、入学定員１００人を超える法科大学院においては、次の

各号に掲げる人数の専任教員が各科目に置かれていることが必要である。 
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（１）入学定員１０１～１９９人の法科大学院については、法律基本科目のうち民法に関

する分野を含む少なくとも３科目について複数の専任教員が置かれていること。 

（２）入学定員２００人以上の法科大学院については、法律基本科目のうち、少なくとも

公法系に４人、刑事法系に４人、民法に関する分野に４人、商法に関する分野に２人、

民事訴訟法に関する分野に２人の専任教員が置かれていること。 

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

□科目別専任教員数一覧（様式４） 

 

８－２－３  

専任教員の科目別配置等のバランスが適正であり、かつ、当該法科大学院が教育上主

要と認める授業科目については、原則として専任教員が置かれており、そのうち必修科

目については、おおむね７割以上が専任教員によって担当されていること。 

 

解釈指針８－２－３－１ 

「専任教員の科目別配置等のバランス」については、各法科大学院の教育の理念及び目

標に応じて、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目に専任教員が置かれていること、及び

専任教員の年齢構成に著しい偏りがないよう努めていることが必要である。 

 

□開設授業科目一覧（様式１）  
□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

□科目別専任教員数一覧（様式４）  
 

８－２－４：重点基準  

基準８－２－１に定める必置専任教員の数のおおむね２割以上は、専攻分野におけ

るおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者である

こと。 

 

解釈指針８－２－４－１ 

基準８－２－４に定める実務家教員は、その実務経験との関連が認められる授業科目を

担当していることが必要である。 

 

解釈指針８－２－４－２ 

基準８－２－４に定める実務家教員については、基準８－２－４に定めるおおむね２割

の必置専任教員の数に３分の２を乗じて算出される数（小数点以下の端数があるときは、

これを四捨五入する。）の範囲内に限り、専任教員以外の者であっても、１年につき４単

位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の法科大学院の組織の運営につ

いて責任を担う者を充てることができる。 

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

□実務家・みなし専任教員が教育課程の編成その他の法科大学院の組織の運営につい

て責任を担う者であることが把握できる資料（教授会等の構成について定めた規則

等） 
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８－２－５  

基準８－２－４に定める実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する必置

専任教員の少なくとも３分の２は、法曹としての実務の経験を有する者であること。 

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

 

 

８－３ 教員の教育研究環境 

 

８－３－１  

法科大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられているこ

と。  

 

解釈指針８－３－１－１ 

各専任教員の授業負担は、他専攻、他研究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を

通じて、年間２０単位以下であることが望ましい。なお、年間３０単位を超える場合には、

その理由を問わず、適切な範囲内にあるとはいえない。 

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

 

８－３－２  

法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年

ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう努めていること。 

 

□研究専念期間について定めた規則等 

 

８－３－３  

法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資質及び

能力を有する職員が適切に置かれていること。  

 

□専任教員の教育上及び研究上の職務を補助する職員の配置状況・業務内容等が把握

できる資料 

 

 

第９章 管理運営等 

 

９－１ 管理運営の独自性 

 

９－１－１  

法科大学院における教育活動等を適切に実施するための独自の運営の仕組みとし

て、法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下「法科大学院の運営に

関する会議」という。）及び専任の長が置かれていること。 

 

解釈指針９－１－１－１ 

「法科大学院の運営に関する重要事項」とは、法科大学院の教育課程、教育方法、成績

評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項をいう。 
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解釈指針９－１－１－２ 

「法科大学院の運営に関する会議」は、当該法科大学院の専任教授により構成されてい

ることが必要である。 

ただし、当該法科大学院の運営に関する会議の定めるところにより、准教授その他の教

職員を加えることができる。 

 

解釈指針９－１－１－３ 

法科大学院の適切な運営のために、解釈指針９－１－１－１の重要事項については、法

科大学院の運営に関する会議における審議の結果及び意見が尊重されていることが必要

である。 

 

□教員一覧、教員分類別内訳（様式３） 

□法科大学院の運営に関する会議の構成員、所掌事項等が把握できる資料（組織規則

等）  
 

９－１－２  

法科大学院の管理運営を行うために、法科大学院の設置形態及び規模等に応じて、

適切な事務体制が整備され、職員が適切に置かれていること。 

また、法科大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に

必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（基

準５－１－１に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必

要な取組を行っていること。 

 

解釈指針９－１－２－１ 

 「教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるため

の研修」を行うに当たって配慮すべき事項として、例えば次の各号に掲げるものが考えら

れる。 

（１）個々の教職員すべてに対して一律に研修の機会を設けることを義務付ける趣旨では

なく、実施する研修の具体的な対象や内容、形態等については、当該法科大学院にお

いて、その特性や実態を踏まえ、各教職員のキャリアパスも見据えつつ、計画的・組

織的に判断されるべきこと。 

（２）当該法科大学院による独自の研修その他の取組の実施を義務付ける趣旨ではなく、

当該法科大学院を置く大学が全学的に実施する研修その他の取組をもって法科大学

院の研修その他の取組に代えることを妨げるものではない。 

（３）当該法科大学院や当該大学以外の関連団体等が実施する研修その他の取組に教職員

が参加する機会を設けること。 

 

□管理運営を行うための事務体制、人員の配置状況が把握できる資料（事務組織図、

事務組織規程等） 

□教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるた

めの研修に関する取組の開催状況・内容、研修会及び講演会の実施状況・内容が把

握できる資料（配付資料、参加状況、実施状況一覧、研修会や講演会の開催案内、

配付資料、参加状況、実施状況一覧等） 

 

９－１－３  

法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい財政的基礎を有

していること。 
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解釈指針９－１－３－１ 

法科大学院における教育活動等を適切に実施するために、法科大学院の設置者が、法科

大学院の意見を聴取して、法科大学院の運営に必要な経費を負担していることが必要であ

る。 

 

□予算・決算に関する資料  
□法科大学院の設置者が、法科大学院の運営に係る財政上の事項について、法科大学

院の意見を聴取する機会を設けていることが把握できる資料（予算に関するヒアリ

ング及び協議の概要等）  
 

 

第１０章 施設、設備及び図書館等 

 

１０－１ 施設、設備及び図書館等 

 

１０－１－１  

   法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習そ

の他当該法科大学院の運営に必要な種類、規模、質及び数の教室、演習室、自習室、

図書館、教員室その他の施設が備えられていること。 

 

 

解釈指針１０－１－１－１ 

「教室」及び「演習室」は、当該法科大学院において提供されるすべての授業を支障な

く、効果的に実施することができる規模、質及び数が備えられ、教育方法上の必要に応じ

て設備及び機器が整備されていることが必要である。  
 

解釈指針１０－１－１－２ 

「自習室」については、学生総数に対して、十分なスペースと利用時間が確保されている

とともに、学生の学習の効果的な実施に必要な設備及び機器が整備されていることが必要

である。 

また、「自習室」の配置及び使用方法等において、学生が図書館に備えられた図書資料

を有効に活用して学習することができるよう、十分配慮されていることが必要である。  
 

解釈指針１０－１－１－３ 

「図書館」には、法科大学院の規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習

に必要な図書及び資料が適切に備えられ、その適切な管理及び維持がされているととも

に、必要な設備及び機器が整備されていることが必要である。 

学生の学習に必要な基本的図書及び資料は、学生の専用又は優先利用のために備えられ

るなど、学生が随時利用することに支障がないようにする措置が講じられていることが必

要である。 

法科大学院が管理に参画していない「図書館」に図書及び資料を備えている場合でも、

その収集、配置、利用方法について、法科大学院の意見又は要望を受け付ける適切な機会

の設けられていることが必要である。  
 

解釈指針１０－１－１－４ 

「図書館」には、その規模に応じ、専門的能力を備えた職員が適切に置かれていること

が必要である。 

図書館の職員には、法情報調査に関する基本的素養を備えていて学生に随時助言するこ

とのできる者が含まれていることが必要である。  
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解釈指針１０－１－１－５ 

「教員室」は、少なくとも各常勤専任教員につき１室が備えられていることが必要であ

る。非常勤教員については、教員室として、勤務時間に応じて、授業等の準備を十分かつ

適切に行うことができるスペースを確保するよう努めていることが必要である。また、各

教員室には研究及び教育の効果的な実施に必要な設備及び機器が整備されていることが

必要である。  
 

解釈指針１０－１－１－６ 

教員が学生と面談するスペースは、面談の目的や人数に応じて適切なものが利用可能と

なっていることが必要である。  
 

解釈指針１０－１－１－７ 

図書館を除く各施設は、当該法科大学院の専用であるか、又は、当該法科大学院が管理

に参画し、その教育及び研究その他の業務に支障なく使用することのできる状況にあるこ

とが必要である。 

 
解釈指針１０－１－１－８ 

施設の維持管理に当たっては、通常利用時及び緊急時に、学生、教職員、その他の利用

者の平穏安全が脅かされない環境が整備されていることが必要である。 

 

□法科大学院が管理する施設の概要・見取り図等 

□施設の整備計画・利用計画が把握できる資料  
□自習室の利用案内 

□各施設に備えられた設備・機器リスト等  
□図書館案内 

□図書及び資料に関するデータ（法学系図書の蔵書数等） 

□図書館に携わる職員の専門的能力を示す資料（職員の資格、研修の参加状況等） 

□図書館を含む各施設を運営する組織の構成員、所掌事項等が把握できる資料（組

織規則等） 

 

 

第１１章 自己点検及び評価等 

 

１１－１ 自己点検及び評価 

 

１１－１－１：重点基準  

法科大学院の教育水準の維持向上を図り、法科大学院の社会的使命を果たすため、

自ら点検及び評価（以下「自己点検及び評価」という。）を実施するための適当な

体制が整備され、当該法科大学院の教育の理念及び目標の達成状況その他教育活動

等の状況について、適切な評価項目が設定され、それに基づいて自己点検及び評価

が実施され、その結果が当該法科大学院の教育活動等の改善に活用されていること。 

 

解釈指針１１－１－１－１ 

法科大学院に関する自己点検及び評価を実施するための適当な体制を、法科大学院を置

く大学において整備する場合には、当該法科大学院の意見を聴取し、かつ自己点検及び評

価の結果が当該法科大学院の教育活動等の改善に活用されるよう、十分に配慮されている

ことが必要である。 
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解釈指針１１－１－１－２ 

「適切な評価項目」として、次の各号に掲げる内容を含む評価項目が設定されているこ

とが必要である。 

（１）教育の理念及び目標、並びに修了者の進路及び活動状況その他教育の理念及び目標

の達成状況に関すること 

（２）教育内容及び方法に関すること 

（３）成績評価並びに進級及び修了の認定に関すること 

（４）入学者に関する受入方針、並びに志願者、受験者及び入学者の数その他入学者選抜

に関すること 

（５）収容定員及び学生の在籍状況に関すること 

（６）学生の学習、生活及び就職の支援に関すること 

（７）教員組織及び教育能力に関すること 

 

解釈指針１１－１－１－３ 

自己点検及び評価の結果を当該法科大学院の教育活動等の改善に活用するに当たって

は、法科大学院の運営に関する会議及び各種委員会が連携協力して改善に取り組んでいる

ことが必要である。 

 

解釈指針１１－１－１－４ 

自己点検及び評価の結果について、法律実務に従事し、法科大学院の教育に関し広くか

つ高い識見を有する者を含む、当該法科大学院を置く大学の教職員以外の者による検証を

行い、その結果を当該法科大学院の教育活動等の改善に活用することが望ましい。 

 

□自己点検及び評価について定めた規則 

□自己点検及び評価の実施体制及び実施状況が把握できる資料 

□自己点検・評価報告書 

□自己点検及び評価の結果に基づく教育活動等の改善を行う体制が把握できる資

料（各種委員会の所掌事項を定めた組織図等） 

□ 自己点検及び評価の結果に基づく教育活動等の改善への取組の状況及びその過

程が把握できる資料  
□自己点検及び評価の結果について検証を行う体制が把握できる規則 

□自己点検及び評価の結果について検証を行ったことが把握できる資料（会議資

料、議事要旨、自己点検及び評価の結果についての検証結果をまとめた報告書

等）  
 

 

１１－２ 情報の公表 

 

１１－２－１  

法科大学院の教育活動等の状況、並びに自己点検及び評価の結果その他法科大学院

に関する情報が、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用

その他広く周知を図ることができる方法によって公表されていること。 

 

解釈指針１１－２－１－１ 

法科大学院の教育研究活動等の状況については、次の各号に掲げる事項が、毎年度、公

表されている必要がある。 

（１）設置者に関すること 

（２）教育の理念及び目標に関すること 

（３）教育上の基本組織に関すること 
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（４）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位、教育研究業績及び実務経験に関す

ること 

（５）入学者受入方針並びに志願者、受験者及び入学者の数その他入学者選抜に関するこ

と 

（６）収容定員、在籍者の数及び進級の状況に関すること 

（７）法科大学院の課程の修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方

針、標準修業年限、授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関する

こと 

（８）学修の成果に係る評価、並びに進級及び修了の認定に当たっての基準に関すること 

（９）校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育環境に関すること 

（10）授業料、入学料その他の法科大学院を置く大学が徴収する費用に関すること 

（11）学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

（12）修了者の数並びに司法試験の合格者数及び合格率その他修了者の進路に関すること 

 

解釈指針１１－２－１－２ 

解釈指針１１－２－１－１の各号に掲げる事項のほか、教育の理念及び目標に基づき学

生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表していることが望ましい。 

 

解釈指針１１－２－１－３ 

解釈指針１１－２－１－１（４）にいう各教員の教育研究業績及び実務経験には、次の

各号に掲げる事項を含むことが必要である。 

（１）研究者教員については、担当授業科目名、主な職歴、及び最近５年間における主な

研究業績 

（２）実務家教員については、担当授業科目名、並びに法律実務に関する主な経歴、実績

及び著作 

（３）専任教員については、その専門の知識経験を生かした学外での主な公的活動及び社

会貢献活動 

 

□教育活動等に関する重要事項を記載した文書（研究科概要、入学者選抜要項、

ウェブサイト等） 

□自己点検及び評価の結果が掲載された刊行物、ウェブサイト  
□教員の情報開示に関する資料  

 

１１－２－２  

評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法で保管さ

れていること。  

 

解釈指針１１－２－２－１ 

「評価の基礎となる情報」には、基準１１－２－１に定める法科大学院の教育活動等の

状況に関する文書、自己点検及び評価の結果に関する文書、並びに筆記試験問題及び答案

その他成績評価の基礎となる資料を含む。 

 

解釈指針１１－２－２－２ 

「適切な方法で保管されていること」とは、評価機関の求めに応じて、速やかに提出で

きる状態で保管されていることをいう。 

 

□保管されている情報の種類及び保管方法が把握できる資料（文書管理規程等） 
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  東京都小平市学園西町１－２９－１ 
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